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平 成 2 6 年 

三重県議会定例会会議録 

第 13 号 

○平成26年６月９日（月曜日） 

                                    

□会議に先立ち、永田正巳議長、鈴木英敬知事は、それぞれ次の哀悼の言葉を

述べた。 

○議長（永田正巳） おはようございます。会議に先立ちまして、一言申し上

げます。 

 このたびの桂宮宜仁親王殿下の御逝去に当たりましては、議会を代表して

謹んで哀悼の意を表する次第でございます。 

 この際、知事から発言を求められておりますので、これを許します。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） おはようございます。会議に先立ちまして、私からも一

言申し上げます。 

 昨日、桂宮宜仁親王殿下の突然の御訃報に接し、まことに悲しみの念を禁

じ得ません。殿下には御療養なされるまで、伊勢神宮御参拝をはじめ、幾度

となく御来県いただいたこともあり、御回復を願っておりましたところ、こ

のたびはまことに哀惜にたえません。天皇皇后両陛下をはじめ、御近親の

方々の深い悲しみをお察し申し上げ、県民を代表して心から哀悼の意を表し

ます。 

                                    

議事日程（第13号） 

平成26年６月９日（月）午前10時開議 

第１  県政に対する質問 

    〔一般質問〕 
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第２  議案第127号 

    〔委員長報告、採決〕 
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開          議 

○議長（永田正巳） ただいまから本日の会議を開きます。 

 

諸 報 告 

○議長（永田正巳） 日程に入るに先立ち、報告いたします。 

 去る６月６日、予算決算常任委員会に付託いたしました議案第127号につ

いて、審査報告書が予算決算常任委員長から提出されました。 

 以上で報告を終わります。 

                                    

予算決算常任委員会審査報告書 

議案番号 件          名 

１２７ 平成２６年度三重県一般会計補正予算（第２号） 

本委員会において、上記の議案審査の結果、原案を可決すべきものと決

定した。 

よって、ここに報告する。 

平成26年６月６日 

三重県議会議長  永田 正巳 様 

予算決算常任委員長  稲垣 昭義 

                                    

質          問 

○議長（永田正巳） 日程第１、県政に対する質問を行います。 

 通告がありますので、順次、発言を許します。６番 粟野仁博議員。 

   〔６番 粟野仁博議員登壇・拍手〕 

○６番（粟野仁博） 皆様、おはようございます。伊賀市選出の自民みらいの

末っ子の粟野仁博でございます。議長のお許しを頂戴いたしましたので、通

告に従い質問をさせていただきたいと存じます。 
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 先ほど議長並びに知事からもお話がございましたけれども、天皇陛下のい

とこに当たられます桂宮宜仁親王殿下が御薨去されました。謹んで哀悼の誠

をささげたいと私からも思っております。 

 次に、昨年９月定例月会議で私も一般質問で取り上げさせていただきまし

たけれども、昨年９月の台風18号の被害並びに本年２月の雪害に関しまして

は、知事を筆頭に関係部局の皆様、本当に大変お世話になりました。迅速な

対応に心より感謝を申し上げる次第でございます。今後とも、万が一の際に

は同様の対応をいただきますようよろしくお願いを申し上げます。 

 さて、早速質問に入りますけれども、今回６月定例月会議のトップバッ

ターということで、今議会の雰囲気をつくる大きな担いをいただいたかなと

いうふうに思っております。ごらんいただいておる皆様にもわかりやすく、

興味深く、かつ元気に質問させていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 まず一つ目の質問に移らせていただきますが、郷土愛・郷土力向上につい

てでございます。 

 私自身この質問に込めた思いは、知事提案説明でも言及されております人

口の社会減、村林議員も議会でよく取り上げていただいておりますけれども、

いわば若者の県外への流出にストップをかけたいという思いからの質問でご

ざいます。 

 昨年、国立社会保障・人口問題研究所から発表されました人口の将来推計

でありますけれども、2040年には三重県の人口が約150万人になるという衝

撃的な数字でございました。この数値は少子・高齢化による人口減を推計し

ているわけでございますけれども、さらに衝撃的な数値が先月発表をされま

した。 

 日本創成会議の人口減少問題検討分科会でございますけれども、座長は元

総務大臣であられます増田寛也さんがやっていただいておりますが、その発

表によりますと、昨年３月にまとめたいわゆる将来推計人口のデータをもと

に、最近の都市間の人口移動の状況を加味して2040年の20代、30代の女性の
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数を試算いたしました。その結果、2010年と比較して若年女性が半分以下に

減る自治体、いわゆる消滅可能性都市と言われておりますけれども、全国で

896市区町村に上るということが発表されております。 

 三重県におきましても、29市町の中で県南部を中心に14の市町が消滅可能

性都市と発表をされました。最初私はこのデータを見たときは本当にふざけ

るなというふうに思いましたけれども、しかしながら、冷静に考えてみます

とこれはえらいこっちゃと。そうならないように、早急に手だてを打たなけ

ればならないというふうに考えるに至ったわけであります。 

 その日本創成会議が、発表の場におきましてストップ少子化・地方元気戦

略という名称で提言がなされております。その内容は、希望出生率が1.80を

2025年までに達成するべきであるとか、さらに都市一極集中の人の流れを変

えるとか、さらには女性の人材をより一層登用とか、そういった内容などが

盛り込まれておりまして、長期的な視点から政策を迅速にやっていくと、実

行する必要があるというような内容でございました。 

 覚えていらっしゃる方もおられると思いますけれども、昨年私自身この一

般質問で御披露いたしましたアワノミクス３本の矢でございますけれども、

いわゆる首都機能移転並びにリニア早期全線開業、名神名阪連絡道路早期実

現は、昨年は防災面から質問をさせていただきましたが、都市一極集中の人

の流れを変えるという効果を期待してのものでもあります。今回はこのアワ

ノミクス３本の矢について質問をするわけではありません。 

 先ほどの日本創成会議の提言の中にはなかったのですけれども、先ほどの

提言プラス郷土愛・郷土力を育むということは、若者の流出を食いとめる手

段の一つであると考えております。この大きな１番、いわゆる大項目の中で

六つに分けて質問をさせていただきますけれども、根底に流れる基本理念と

いうのは人口の流出阻止であるというふうにお考えいただきたいなと思って

おります。その前提のもとで質問をさせていただきます。 

 まずは国歌についてであります。 

 間もなくブラジルワールドカップが始まります。国の誇りをかけてサムラ
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イブルーの戦士たちが試合に臨むわけでありますけれども、試合開始前に国

歌が演奏されます。皆胸の日の丸に手を当てて国歌を口ずさむ姿というのは

非常に勇壮的であり、かつ神秘的であると私自身思っておりますし、見てい

る我々もぐっと集中力が高まり、試合に引き込まれるシーンであると私は

思っております。皆日本に対する愛国心を持って代表選手たちにエールを

送っている瞬間だと感じております。 

 しかしながら、一昨年の質問でも取り上げさせていただいたのですが、学

校教育における国歌のあり方に関しては、今申しましたワールドカップの国

歌とは全く違うもののように思えてなりません。毎年いろんな学校行事に参

加させていただいておりますが、式次第にしっかりと記載されている国歌斉

唱がなされているというところを私はいまだ見たことがございません。その

後どのような指導がなされたのかということをお聞かせいただきたいと思っ

ております。 

 続きまして、２番、日本国土教育についてお尋ねいたします。 

 近年、我が国の領土、領海問題がいろんなところで顕在化してきておりま

す。そういった状況下におきまして、昨年11月、文部科学省で出された我が

国の教科書における領土の記述についてというのがあるんですけれども、こ

ちらなんですが、（現物を示す）そちらでは小学校では北方領土、中学校で

は北方領土、竹島、高等学校では北方領土と竹島、さらに尖閣諸島を記述し、

領土に関する教育を進めるという発表がなされております。 

 片や中国、韓国、ロシア、近隣諸国ですけれども、その教科書ではどう

なっているのかといいますと、同時期、昨年の11月に外務省アジア大洋州局

並びにロシア課が発表した内容がございます。実はこちらなんですけれども、

（現物を示す）今日はちょっと詳しくは説明しませんけれども、それぞれの

国が尖閣諸島並びに竹島、北方領土の領有を主張しております。これは正直

申し上げまして断固抗議をするところでありますけれども、それよりもまず

子どもたちに我が国の領土・領海をしっかりと認識してもらう教育が重要で

あると私自身は考えております。 
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 現在学校の授業で取り上げられる日本地図は、こちらをごらんいただきた

いんですけれども、（パネルを示す）この地図のようなものが多く見られま

す。都道府県名を覚えるためには決して悪い地図ではないんですけれども、

このように沖縄県や北海道を別表示いたしますと本来の日本の国土がわかり

にくく、さらに離島などの表記は難しいというのが実情であります。 

 加えて、我が国は海洋国家であるわけであります。領海はもちろん我が国

固有の資産であります。現実領土より領海のほうが大きいわけでありますけ

れども、この地図では本来の日本の大きさがわからないというのも問題であ

ります。文部科学省の発表のとおり、しっかりとした領土・領海教育をして

いくためには、日本全図を子どもたちが身近に見られる環境を整備すること

が大切であろうというふうに考えております。 

 ここで他県の取組を紹介させていただきますと、熊本県では子どもたちに

正しい日本地図を見て図形から日本を学んでもらおうということで、国土地

理院の地図をＡ１サイズにいたしまして、昨年４月から県立中学校並びに高

校、特別支援学校高等部の各クラス、さらに各教育事務所などの関係機関

1200所に配付をいたしまして張ってもらっているようでございます。（パネ

ルを示す）こちらが実際熊本県が作成した地図であります。また、隣の岐阜

県では、この地図にＥＥＺ、排他的経済水域も記載いたしまして、領海の大

きさも明示したもの、こちらを小・中・高等学校の教室の後ろに掲示すると

いう取組がなされております。 

 私は領土、領海だけの問題に特化して話をしているのではなく、子どもた

ちに国に対する愛国心の醸成や正しい日本の地理的な学習を推進する上でも

大いに役立つものであるというふうに私は考えております。ぜひとも県管轄

教育機関並びに各市町教育委員会にかけ合っていただきまして、正しい日本

地図の教室掲示を三重県でもとお願いする次第であります。ちなみに熊本県

では1200枚作成いたしまして、送料を含めて10万円ちょっとでできたという

ふうに伺っております。国歌とあわせて御所見を伺いたいと思います。 

   〔山口千代己教育長登壇〕 
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○教育長（山口千代己） ２点お尋ねがございました。まず、１点目の国歌斉

唱について御答弁申し上げます。 

 国歌については、学習指導要領の中で小・中学校ともに、入学式や卒業式

などにおいては、その意義を踏まえ斉唱を指導することと定められています。

また、小・中学校の社会科において、国歌の意義を理解させ、これを尊重す

る態度を育てることが示されており、様々な機会を通して指導が進められて

います。 

 例えば県内のある学校では、ソチオリンピックでの日本選手の表彰を見て、

社会科で国旗、国歌について考える学習を行った実践例もあります。さらに

小学校の音楽では、国歌君が代はいずれの学年においても歌えるように指導

することと示されており、各学年において継続的な指導が行われています。 

 県教育委員会では、毎年４月に開催する全ての市町の指導主事などが参加

する会議におきまして、国旗、国歌の取り扱いに関する資料を配付し、各学

校への指導の充実を働きかけています。また、毎年入学式や卒業式における

国歌斉唱の実施状況を調査し、全ての小・中学校での国歌斉唱の実施を確認

してきました。 

 議員が質問をされました平成24年の答弁を踏まえまして一層の指導の充実

を図るため、平成25年度からは指導主事が学校訪問を行った際に、テープで

曲を流すだけでなく、斉唱の状況などの詳細な聞き取りを行っています。さ

らに今年度からは県教育委員会の人事監も小・中学校の国歌斉唱について確

認し、指導をしているところでございます。 

 そのような中、東紀州地域のある小学校では、今年３月の卒業式での国歌

斉唱の際、テープで流していた国歌が途中でとまるといったハプニングが

あったものの、子どもたちの見事な斉唱が最後まで途切れることなく続き、

そのすばらしい歌声に出席された方から大きな拍手が起こったという例も聞

いているところでございます。今後とも引き続き市町教育委員会と連携し、

国歌の意義を理解し、斉唱が適切に行われるよう粘り強く取り組んでまいり

ます。 
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 続きまして、日本国土教育の推進でございます。 

 我が国の領土についての学習は、小学校第５学年の社会科及び中学校社会

科の地理的分野などにおいて学ぶこととされています。中学校においては平

成26年１月28日付で学習指導要領解説の社会編の一部が改訂され、これまで

の北方領土に加え、竹島や尖閣諸島が我が国固有の領土であることが明記さ

れ、領土に関する教育の充実を図るよう文部科学省から通知されたところで

ございます。 

 小・中学校では、社会科で児童・生徒の発達段階に応じて我が国の領域に

ついて理解が深まるよう、地図などの資料を活用し指導が行われています。

小・中学校で使用されている地図帳には、議員も御指摘がございましたが、

本州や九州などの詳細な地域地図に加え、日本の位置とその周りの国々の位

置関係がわかるように、尖閣諸島なども含めた日本全体の地図も掲載されて

おります。 

 各小・中学校では、さらにかけ地図、地球儀、資料集、白地図などの教材

やインターネットなども活用し、日本の領域とその周りの国々についての指

導が進められています。県教育委員会といたしましては、視覚的に日本の領

域を意識できるような教育環境の整備を図ることも大切であると考えており

ます。今後は他県の先進的な取組も参考にしつつ、地図も含めた効果的な指

導方法の工夫改善について、市町教育委員会と検討してまいりたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

   〔６番 粟野仁博議員登壇〕 

○６番（粟野仁博） ありがとうございます。 

 まず国歌についてでありますけれども、本当に今東紀州の小学校のお話が

ございました。私自身、正直斉唱というのをやっているところを見たことが

実はないんですけれども、いろんなところで話は聞かせていただいておりま

すし、きちっと斉唱しているという学校も実はあるのも知っております。た

だ、やはり全県的にというのを、先ほど教育長も指導しておるというお話を
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いただきましたけれども、ぜひともこれは来年度には、仮に卒業式にはどこ

のどの学校も歌われているように御指導いただきたいなと思っております。 

 続きまして、地図の件ですけれども、本当に地図帳には実は全国地図とい

いますか、先ほど見ていただきました日本全図が載っているものがあります。

しかしながら、その地図をずっと見ているというわけではありません。やは

り教室等に掲示することによって日本の大きさというものがわかってくる。

さらには、冒頭申し上げましたように、愛国心、要は郷土愛というのを育て

ることによってこの日本をしっかり背負っていこうという気概、気骨を持っ

た子どもたちが育つ可能性もあるであろうと私は思っております。 

 正しい日本地図の教育というのは、我が国を知る上での第１段階、１丁目

１番地であると思っておりますので、ぜひとも各市町教育委員会等とお話し

いただきまして実現に向けて頑張っていただきたいというふうに思っており

ます。 

 続きまして、国から県のほうに話は変わりますけれども、ふるさと三重か

るたの活用についての質問をさせていただきたいと思っております。 

 こちらも教育委員会なんですけれども、郷土愛を育む教育の一環といたし

ましてふるさと三重かるたが開発されました。これは小・中学校で三重の文

化とともに教材として使用されるというふうに伺っております。現物を拝見

させていただきましたが、（パネルを示す）ちょっとこちら一つだけ例で写

真を撮ったんですけれども、非常に読み句、絵札それぞれに工夫されており

まして、非常にいいできであるというふうに思っております。 

 郷土愛・郷土力というのを育てる上で、やはり自分のところのまちの宝、

自分のところのまちの文化というのがわからないと、なかなか世に打って出

られない。世に広めていけないというところもありますので、大いにこのか

るたの活用は私自身期待するところであります。そういった中で、今現在の

配付状況並びに教育現場における使用方法をお聞かせいただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

   〔山口千代己教育長登壇〕 
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○教育長（山口千代己） ふるさと三重かるたについて御答弁申し上げます。 

 県教育委員会では、郷土に関する興味、関心を高め、三重県のよさを発信

できる力を子どもたちに育成するため、ふるさと三重かるたを平成25年度に

作成いたしました。 

 作成に当たっては、三重県の自然や歴史、文化などを取り上げた郷土学習

用の教材、三重の文化を平成22年に作成いたしましたが、それをもとに三重

県内の全ての市町から選定した44の題材をテーマとした絵札を作成いたしま

した。読み句については県内の小・中学生１万2400人からの応募があり、応

募作成２万1612句の中から44句を選定いたしました。 

 配付に当たりましては、１セット当たり６人程度で遊べることを目指して、

平成25年から27年までの３カ年にわたって約8000セットを県内の全ての幼稚

園から中学校までを対象に計画的に配付することとしております。活用に当

たりましては、各学校におけるかるた大会の開催をはじめ、関係する教科な

どで広く活用されることを期待しています。 

 また、市町教育委員会と連携して、公民館などでの生涯学習の活用も含め、

様々な活用方法やすぐれた実践事例の紹介などを通じて活用の推進を働きか

けてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

   〔６番 粟野仁博議員登壇〕 

○６番（粟野仁博） ありがとうございます。 

 これは本当にいい取組であろうと思っております。各学校に早く配付して

いただき、早く教育の現場でこれを使うことによって、この三重県のすばら

しさというものがわかってくるであろうと。冒頭申し上げましたように、こ

の質問は６項目ありますけれども、全ての質問において根底に流れる理念と

いうのは、やはり人口の社会減を１人でも減らしたいと。そのためには我が

郷土を愛していただくという気持ちを育てていくのも、婚活とかそういうい

ろんな事業も大事ですけれども、一つ効果としてあるのではないかと私自身

思っておりますので、引き続き推進のほど、よろしくお願い申し上げます。 
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 続きまして、俳句文化についてお伺いをいたします。 

 本年は熊野古道世界遺産登録10周年で盛り上がっておりますけれども、松

尾芭蕉生誕370年の年でもあります。ふるさと伊賀市では、様々なイベント

を通じまして文化に観光にと多様な発信を行っております。しかしながら、

県内を見渡しますと、芭蕉翁が伊賀市出身であるということを知らない方も

いらっしゃったり、県外のほうでは東北の出身とまで言う方もいらっしゃる

のが実情であります。これは非常に残念であり、世界三大詩人である芭蕉翁

は、本来ふるさとの誇りであると捉えなければならないと同時に、三重県民

一人ひとりがその誇りを発信していくべきであろうと私は考えております。 

 しかしながら、三重県民をして芭蕉翁にふれあう機会が少ないのがその要

因なのかなとも考えておるところでございまして、伊賀市のほうでは、ユネ

スコ世界無形文化遺産に俳句を登録できないかと実は検討しているところも

ございます。昨年和食が世界無形文化遺産に登録をされました。その際は各

国で和食レシピのサイトが開設されるなど、本当に和食ブームに火がつき、

経済効果も大いにあったというふうに考えております。 

 そこで少し提案がございます。伊賀市在住の生徒であれば皆経験している

ことなんですけれども、実は夏休みの宿題に俳句を５句つくるというものが

あります。これは俳句文化にふれあうとともに、毎年10月12日に開催されま

す芭蕉祭の献詠俳句に応募するためであります。私もその経験を積んでおり

まして、実はこちらをごらんいただきたいのですが、（パネルを示す）これ

は小学校６年生のときに芭蕉祭に入選した賞状であります。いつも駄じゃれ

俳句ばかり言うにせものと思われているかもしれませんが、実は私は本物な

のでございます。 

 自慢話はさておきまして、このように伊賀市の子どもたちは知らず知らず

のうちに俳句文化に触れているわけであります。こういう入選等々の賞状を

もってして、僕、こんなのをやったんやよというような自信を持つわけでご

ざいます。 

 今年は芭蕉翁生誕370年の節目の年であります。三重県内の生徒さんにも
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ぜひ芭蕉翁献詠俳句に応募していただけるよう取り組んでいただくのはいか

がでしょうか。予算もかかりませんし、各市町教育委員会に御指導いただく

だけです。あえて言うならば、俳句を集めて送る送料はかかりますけれども、

大きな出費ではございません。俳句文化を三重の文化としてお広めいただき

ますことをぜひ御一考いただきたいと思います。御答弁をよろしくお願いい

たします。 

   〔山口千代己教育長登壇〕 

○教育長（山口千代己） 俳句文化についてお答え申し上げます。 

 小学校及び中学校の学習指導要領の国語では、伝統的な言語文化に関する

事項について指導することとされており、俳句についても小学校、中学校と

もに国語の授業で指導が行われています。 

 俳句の学習については、小学校では情景がわかりやすく、声に出して読み

やすい作品を中心にして、俳句に親しみを持てるよう指導が行われています。

また、中学校においては歴史的背景などに注意して作品を読んだり、俳句に

込められた作者の思いなどを想像したりしながら、その世界に親しむことが

できるような学習が進められております。 

 特に三重県教育委員会では、本県が松尾芭蕉生誕の地であることから、道

徳教育用教材、三重県心のノートにおいて、俳句を通じて日本の伝統や文化

のよさについて考えることができるよう、松尾芭蕉を題材に取り上げていま

す。この学習を通じて、俳句が日本だけでなく世界の人々に親しまれる魅力

ある言語文化であるということを子どもたちに気づいていただくことを期待

しております。 

 県内にはこのような学習の後に俳句や歌などの創作活動に取り組んでいる

学校もあります。御紹介のありました伊賀市での芭蕉祭に合わせて小・中学

生が俳句に親しむ取組のほか、紀北町では郷土の俳人、三浦樗良顕彰祭に地

元小・中学生が参加しております。また、俳句に加えまして、鈴鹿市では

佐佐木信綱を顕彰する歌会に小・中学生が参加しています。 

 このように県内の各地域には伝統的な言語文化に触れる活動が様々ある中
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で、県教育委員会といたしましては、児童・生徒が俳句を詠み発表する機会

の一つとして、芭蕉祭の献詠俳句があることについても市町教育委員会を通

じて各小・中学校に紹介してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

   〔６番 粟野仁博議員登壇〕 

○６番（粟野仁博） ありがとうございます。 

 本当に芭蕉、特に俳句というのは芭蕉がつくったというふうに言われてお

りますけれども、やはり先ほど申されましたように各地域での取組というの

もございます。先ほど賞状を見ていただきましたけれども、私自身芭蕉さん、

特に俳句をつくっていて何とも思っていなかったのが子どものころでありま

す。しかしながら、知らず知らずのうちに５・７・５という音になれてきて、

それが三重の文化であり、伊賀の文化であり、これは伊賀の誇りなんだ、三

重の誇りなんだというふうに思えてくるようになってまいりました。 

 ですので、特に、もちろん学習指導要領に乗っかってやっていただくのは

大事なんですけれども、三重県として独自の俳句教育というのをお進めいた

だきたいと思いますし、芭蕉祭には三重県教育長賞というのも出していただ

いておりますので、ぜひとも県内の学校に芭蕉翁献詠俳句に応募いただきま

すよう、お取組のほうを進めていただきたいと思っております。 

 続きまして、野球競技力向上につきまして質問させていただきます。 

 まず、先におわびを申し上げなければなりません。実は私自身スポーツを

所管する常任委員会に所属しております。さらに委員長という立場でありま

す。本来このジャンルの質問はここですべきではないんですけれども、実は

そもそもそこの委員会に所属が決まっていなくて、今回の質問は本当は全部

スポーツでやるつもりでありましたけれども、縁あって総務地域連携常任委

員会の配属となりました。質問内容も変更したわけですけれども、今回の郷

土愛・郷土力ということに関しましてはどうしても外せない問題でございま

したので、あえてさせていただきますことを御了承いただきたいと思ってお

ります。 
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 今回野球競技力ということですが、特に高校野球に絞って質問をさせてい

ただきます。私自身野球大好き県議会議員であります。特に高校野球の季節

となれば血肉沸き立ち、甲子園での我が県の代表の試合となればテレビ、ラ

ジオにかじりつくというのが習慣でございます。今年の選抜大会も三重高校

の応援に甲子園に行かせていただきました。県民の方々の多くも三重県代表

の試合となれば応援に熱が入るというふうに思っております。 

 私は大学時代東京におりましたけれども、他県出身の仲間と話す際にも三

重県勢が勝利すれば自慢話でございましたし、誇りでありました。これは郷

土愛・郷土力を育む要因の一つであるというふうに私は考えております。し

かしながら、最近の三重県勢の甲子園における成績は芳しくないというのが

実情であります。 

 そこで、このフリップをごらんください。（パネルを示す）これは三重県

と新潟県代表の甲子園における戦績を比較したものでございます。なぜ新潟

県かといいますと、後ほど言及いたしますが、甲子園における通算勝率で47

都道府県中47位、いわゆる最下位なのが新潟県です。 

 その新潟県と比較をいたしますと、まず三重県勢ですが、小さいのでごめ

んなさい。少し申し上げさせていただきますけれども、春夏通算で三重県勢

は83回出場しております。戦績は48勝81敗１分けで、勝率は３割７分２厘、

勝率順位は38位、対する新潟県は春夏通算で65回の出場、戦績は26勝65敗で

勝率は２割８分６厘、勝率順位は先ほどお伝えいたしましたように全国最下

位の47位となっております。過去最高位は三重県勢が春夏それぞれ１回ずつ

優勝をしているのに対しまして、新潟県勢は春ベスト８、夏準優勝が最高位

となっております。 

 このデータだけを見ると、三重県勢のほうが活躍をしているのかなと思い

ますが、ここ10年の成績を見てみますと、三重県勢出場15回、戦績は４勝15

敗１分け、勝率２割１分１厘、勝率順位は全国45位、新潟県勢は出場16回、

戦績が12勝16敗、勝率４割２分９厘、勝率順位32位となっております。近年

は新潟県勢の躍進が目覚ましく、野球弱小県と言われたのは過去のことであ
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ると思えてなりません。 

 ちなみに新潟県勢の一口メモを御披露いたしますと、春の選抜大会に関し

ましては新潟県史上初勝利が2006年の第78回大会、また、春の選抜の通算出

場回数は12回ながら、ここ10年で６回出場しております。夏の選手権におき

ましても、ここ10年は９勝10敗とほぼ５割でございます。対する三重県勢は

夏の選手権は精彩を欠きましてここ10年で１勝10敗１分け、勝率にすると１

割に満たないというのが現実であります。新潟県勢は、春夏合計で見ても通

算26勝のうちこの10年で12勝を記録しております。目に見えて活躍している

なというデータであると思っております。 

 ちなみにこの比較で一番大事なこと、実は一番下に書かせていただいてあ

るんですが、ここ10年で１試合当たりで与えた四死球、フォアボール、デッ

ドボール、四死球は新潟県が3.82個、ちなみに三重県は１試合当たり4.85個

であります。ついで失策、エラーは１試合当たり0.86個、ちなみに三重県勢

は1.30個、それぞれ新潟県勢のほうがいい数字をたたき出しております。 

 この数字が何を意味するのかといいますと、三重県勢のほうが余計な走者

を出し、余計な点を与えてしまっているということにほかなりません。ヒッ

トを打たれるということは、これはもう仕方がないことなんですけれども、

四死球やエラーというのは未然に防ぐことができるというふうに考えており

ます。この結果をもって、決して選手並びに指導者を責めるというわけでは

なくて、結果が伴わないのは選手と指導者だけではなく、要は環境にもある

というふうに私は考えております。 

 実は新潟県は新潟県営野球場、現在はネーミングライツによりましてハー

ドオフエコスタジアム新潟となっておりますけれども、2009年に新設をいた

しました。この球場は同年開催の新潟国体に向けてつくられたわけですけれ

ども、高校野球強化策の一環という側面も持ち合わせておりました。といい

ますのも、まず県内に野球のメッカがなかった。それでは球児たちの憧れの

場所もなく、優秀な選手は県外に流出していくという時代が続いたわけであ

ります。さらに甲子園球場規格の野球場はもちろんなく、出場した選手は雰
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囲気にのまれてしまい、実力が発揮できないという悪循環がありました。こ

ういった状況を打破すべく、国体を契機に球場新設というふうになったわけ

であります。 

 つけ足しますと、ハードオフエコスタジアム新潟のマウンドは実は甲子園

球場仕様、甲子園球場とほぼ同様となっております。さらに土の部分もよく

整備され、甲子園球場により近い状態にしておるというふうなお話を伺って

おります。それによりまして、ピッチャーは甲子園球場でも予選同様のポテ

ンシャルを発揮できるようになり、野手は甲子園球場の大きさに戸惑いがな

くなり、伸び伸びとプレーできるようになったというふうに伺っております。 

 そこで、三重県に目を向けます。プロ野球公式戦ができる球場は一つもあ

りません。これでは優秀な選手の県外流出というのは避けられないというの

が現実であろうと思っております。寂しい限りでございますけれども、ここ

で唯一の県営球場である松阪球場と甲子園球場を比較してみたいと思います。 

 まず、このフリップをごらんください。（パネルを示す）これは甲子園球

場の写真であります。甲子園球場でバックネットを背にセンター方向に向け

て撮った写真です。この絵をよく覚えておいてください。 

 続きまして、松阪球場の写真であります。（パネルを示す）これも全く同

様に撮らせていただいた写真でございます。感想をお伺いしたいんですけれ

ども、どちらの球場のほうが大きく感じられるでしょうか。答弁は要りませ

ん。実は答えを言いますとほとんど同じ大きさなんです。甲子園球場は両翼

95メートル、中堅が118メートル、松阪球場は両翼92.8メートル、中堅が120

メートル、グラウンド面積は、甲子園球場は正式発表はされていないんです

が、約１万3000平米、松阪球場は１万3787平米と、実はグラウンド面積に関

しましては松阪球場のほうが大きいぐらいなんですね。 

 しかしながら、よく三重県の球児は甲子園は大きかったという感想を述べ

られますけれども、実はその時点でもう雰囲気にのまれているという証拠で

もあるんです。甲子園球場と松阪球場の大きな違いは、実は土の部分の手入

れ並びにマウンドの高さであります。写真ではちょっとわかりにくいかもし
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れませんが、マウンドは甲子園球場のほうが高く感じられます。さらに土は

甲子園のほうがやわらかいというのが実情であります。 

 話を四死球と失策の話に戻しますと、当たり前の話ですけれども、ふだん

低く感じる、さらにかたいマウンドで投げてきたピッチャーは甲子園のマウ

ンドで同じポテンシャルというのは絶対出せません。同様に野手にいたしま

しても、ふだんかたいグラウンドでゴロをさばいておるのであれば同様にポ

テンシャルを発揮できません。 

 結論を申し上げますと、県営球場は松阪球場しかないので、松阪球場を例

に挙げましたけれども、本年リニューアルいたしました伊勢市の倉田山公園

野球場は人工芝ですので除外するといたしまして、他の県内市町が持ってい

らっしゃる野球場でもほぼ同じであるというふうに考えております。施設改

修、環境整備こそが甲子園大会における勝利の必須アイテムであるというふ

うに私は考えております。しかしながら、いきなり新設というのはハードル

が高過ぎます。せめてマウンドや土の内野部分の改良ぐらいであれば大きな

予算もかけずにできそうだと思っておりますが、いかがでございますでしょ

うか。答弁をよろしくお願いいたします。 

   〔世古 定地域連携部スポーツ推進局長登壇〕 

○地域連携部スポーツ推進局長（世古 定） 県営松阪球場のマウンドの改修

につきまして御答弁いたします。 

 県営松阪球場につきましては、昭和50年８月、みえ国体の会場施設として

整備されたもので、現在も県内の主要な野球場の一つとして、高校野球の県

予選会場などに御利用いただいております。施設の管理運営につきましては、

ほかの県営スポーツ施設と同様に指定管理者制度を導入しておりまして、今

年度から三重県体育協会による３期目の指定管理期間に入っております。 

 県営松阪球場につきましては、年２回、夏と春の県大会前、これは７月と

３月ですけれども、この時期にマウンドの高さや傾斜も含めまして専門業者

による修正整備を行い、グラウンドの状態を公認野球規則に適合させまして

維持管理に努めているところでございます。 
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 県といたしましても、よりプレーしやすい球場となりますよう、御提案を

真摯に受けとめまして、三重県高等学校野球連盟など関係者の御意見もお聞

きしながら、グラウンドコンディションの調整につきましてさらに検討して

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

   〔６番 粟野仁博議員登壇〕 

○６番（粟野仁博） ありがとうございました。 

 本当にこの質問の根底に流れるものということで郷土力・郷土愛というの

をさせていただきましたけれども、やはり三重県の高校が強い、それはやは

り自県の誇りにもなりますし、高校野球球児のすばらしい優秀な選手の流出

の歯どめにもなるというふうに思っております。 

 実際に先ほど県営球場は松阪しかないということで松阪球場を例にとらせ

ていただきましたけれども、もちろん県内予選大会は津球場も使われます。

四日市市営霞ヶ浦第１野球場も使われます。それぞれ市がお持ちいただいて

おります球場でございますけれども、ここも同様に整備はしているのが現実

あります。 

 しかしながら、実は少しだけ裏話というわけではないんですけれども、お

話をさせていただきますと、何度か甲子園球場に私自身足を運びました。そ

れは野球を見に行くのではなくて、グラウンド管理の面についていろいろお

話を伺いました。ただ、実際にお金をかけずにグラウンドを管理することは

できるんだよと。しかしながら、それはやはりプロの目線、要は阪神園芸さ

んというところが管理されておるんですけれども、プロの目線に立ってやれ

ば比較的簡単にかつ効率的にできる。それを余りいろんな県で取組をされて

いないのが現実であろうと思っております。 

 一つだけ例を挙げますと、実は沖縄県はよくプロ野球のキャンプが行われ

るんですけれども、プロの球団が来るということでグラウンドの整備にはか

なり力を入れていらっしゃいます。そういった中で、ちょっと具体名は挙げ

ませんけれども、とある市の横に小さなまちがありまして、そこがプロ野球
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のキャンプを誘致したいということで、そこそこの野球場をつくったんです

ね。 

 ただ、グラウンドコンディションに関しての管理は自分のところでは難し

いということで、たまたまそこに居合わせた阪神球団にお願いをしに来たと

いうことです。それであればということで阪神球団は乗っかったわけなんで

すけれども、そこのグラウンドを整備することによって実はなぜか今楽天さ

んがそこでキャンプをしております。それぐらい立派な球場ができ上がった

というふうに聞いております。 

 やはりプロに一度相談してみるというのも手でありましょうし、先ほど申

し上げましたように、県内にいろんな球場があるわけです。県営、市営があ

りますけれども、グラウンドキープに関しまして、一度担当者を集めていた

だいて説明をいただいたりという機会もあればいいのかなというふうに感じ

ております。 

 いずれにいたしましても、三重県代表が活躍するというのは、サッカーは

本当に今活躍していただいておりますし、知事の御英断で四日市中央工業の

グラウンドも芝生化されました。本当にこれはいい環境整備に大事なことで

あろうと思っております。ですので、野球に関しましても環境がないから負

けた、施設が負けたというのは、これは我々行政の責任であるというふうに

考えておりますので、ぜひとも御尽力をいただきたいなと思っております。 

 先ほどから知事がにやっとされておりますけれども、もし何か所見があれ

ばお答えいただきたいなと思います。 

○知事（鈴木英敬） 私も昨年甲子園のマウンドで投げさせていただきました

けれども、始球式、観光ＰＲでやらせていただきましたけど、大変すばらし

いマウンドであったなと思います。 

 今、議員から御指摘がありましたし、今、局長のほうから答弁しましたけ

れども、関係の皆さんの御意向も聞きながら、またプロの皆さんの話も聞き

ながら、先般私が滋賀県大津市の皇子山総合運動公園野球場に視察に行った

ときも、その方は元甲子園でグラウンドキープをしていた方でありまして、
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大変いろんな有意義な話をお聞きしましたので、様々な情報収集、研究をし

てまいりたいと思います。 

   〔６番 粟野仁博議員登壇〕 

○６番（粟野仁博） ありがとうございます。 

 まさか皇子山の話が出ると思いませんでした。実は皇子山のグラウンド

キープの方々がそうでして、甲子園で修行をしてから皇子山に戻られたと。

今、関西の学生野球リーグの主戦場としても活躍をしております。ですので、

本当に県内に一つメッカがあれば、野球文化というのも花咲くであろうと

思っておりますので、先ほど知事からいい答弁をいただいたと思っておりま

すけれども、一度御一考いただければなと思っております。 

 次に移ります。音楽科の設置につきまして質問させていただきます。 

 まず、このフリップをごらんいただきたいと思います。（パネルを示す）

全国のデータもあるんですけれども、今回はちょっと近隣府県に絞りまして

データをつくらせていただきました。東海地区、近畿地区、北信越地区を例

に取り上げさせていただきましたけれども、ごらんのとおりこの数字は数な

んですけれども、ほぼ各県に音楽科の設置があります。ないのはこの中で言

いますと和歌山県、富山県の２県だけであります。 

 つまり、学科選択においては、音楽を専攻しようにも三重県内では学べな

い。また、公私、公立、私立の比率を見ますと、この３地区合計で22校ある

うち公立が13校、私立が９校と公立の設置が多いのが実情であります。だか

らといって公立に設置せねばならないというわけではないんですけれども、

優秀な人材を流出させてしまう可能性が現在も続いているわけであります。 

 将来を渇望される若者が三重県に生まれ、他県の学校を卒業するというの

は非常にもったいないというふうに思っております。施設整備や教員配置な

ど、すぐに結論の出るものではないと思いますけれども、御一考いただけれ

ば幸いかと思っております。答弁のほうをよろしくお願いいたします。 

   〔山口千代己教育長登壇〕 

○教育長（山口千代己） 音楽科の設置について御答弁申し上げます。 
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 音楽教育は感性を高め、創造的な表現と鑑賞の能力を伸ばすとともに、音

楽文化についての理解を深めるなど、幅広い活動を通して豊かな感性や情操

を育むことを狙いとしています。このことは生徒が生涯にわたり音楽を愛好

する信条を育むことにつながり、大変有意義なことと考えます。 

 そこで、三重県教育委員会では地元中学校や音楽関係者などの要望を受け

て、平成17年度に音楽を専門的に学習できる高校として、白子高校普通科内

に県内全域から志願できる文化教養吹奏楽コースを設置したところでござい

ます。 

 当該コースは学科ではないものの、管楽器及び打楽器についての演奏研究、

音楽理論、創作ミュージカルなど、音楽科とほぼ同程度の専門的な学習時間

を設けています。当該コースの生徒のほとんどが在籍する吹奏楽部では、こ

れまで地域はもとより国内外において多数の演奏活動を行うとともに、全国

規模のコンクールにおいて優秀な成績をおさめています。 

 音楽科を設置するに当たっては、白子高校のような管楽器や打楽器などの

器楽のみではなく、声楽、作曲など多様な専門分野に対応する必要があるた

め、議員御紹介もありましたが、その学習環境の整備には専門的指導者の確

保や施設整備などを考慮しなければなりません。これらを踏まえまして、音

楽科の設置については今後必要な教育内容、学習環境や他県の音楽科設置の

状況などを総合的に研究してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

   〔６番 粟野仁博議員登壇〕 

○６番（粟野仁博） ありがとうございます。 

 具体的に名前が出ましたので、私も知っておるんですけれども、平成17年

白子高校ということで普通科内にコースが選定されました。いろんな意味で

考えたときに、やはり表立って音楽科という名前を使うのと普通科という名

前を使うのでは、なかなか生徒の集まりぐあいも違うのかなと思っておりま

す。確かに声楽であったり作曲であったりと、今ないコースを入れるために

はいろんな教員配置であったり、環境の整備が大事になってくると思います
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けれども、一歩一歩音楽科設置に向けた着実な歩みというのを進めていただ

きたいなと思っております。 

 何度も申し上げますように、人材の流出、特に若者の社会減というものに

歯どめをかけたい、歯どめをかけなければならない。例えば仮にですけれど

も、白子高校を卒業されて世界的な有名な音楽家が出たと。これは本当に

我々としてはありがたいし、かつ誇りだと思っております。 

 これが言い方は悪いかもしれませんが、他県の高校を卒業したということ

であれば、なかなか三重県出身とも言いづらい。三重県出身とは言ってくれ

るかもしれませんけれども、どこどこ高校で学びましたと言われてしまう可

能性が出てまいります。そういった意味でも、ぜひとも音楽科に格上げとい

う言い方がいいのかどうかわかりませんけれども、設置をいただきたいなと

思っております。多様な教育の環境があるというのは絶対いい結果が出てく

るというふうに私自身思っておりますので、どうぞ今後御尽力していただき

たいなと思っております。 

 １番の項につきましては以上でございますけれども、冒頭申し上げました

若者の人口減と若者の社会減というものを減らしていかなければなりません。

そのためには、郷土愛・郷土力というものを皆さんにおつけいただいて、こ

のふるさとをみんなで盛り上げていこう、このふるさとを何とか守っていか

なければならないという機運の醸成も大事だと思っております。 

 いろんな意味で、婚活であったり、少子化対策であったり、今年知事にお

かれましてはかなり活動的に、フレキシブルに動いていただいておるという

ふうに思っておりますけれども、こういった教育的な側面からも、仮に社会

減が100人いたといたしますけれども、１人か２人はこれで拾える可能性も

出てくるかなと思っております。少子化対策を含めてですけれども、一体的

に人口減に対する対応、施策を迅速かつ的確にやっていただきたいというふ

うにお願いをいたしまして、この１番の項を閉じさせていただきたいと思っ

ております。 

 続きまして、大項目２番に移らせていただきます。 
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 障がい者キャリア教育についてであります。 

 議員にならせていただいてから、ずっと障がい者施策というものに私自身

興味を持ち取り組ませていただいております。今回は障がい者キャリア教育

について質問をさせていただきます。 

 現在障がい者雇用率自体は全国最下位でありますけれども、法定雇用率未

達成の県内企業500社以上を回っていただきまして、企業側に多様なアプ

ローチをかけていただき、さらにアンテナショップカフェの設置など、県当

局におかれましては僕は頑張っていただいているなと思っております。 

 そこで、次なるステップとして、障がい者へのキャリア教育の充実が必要

であるというふうに私は考えております。三重県内では、特別支援学校にお

いて、体系的な職場体験を通じて卒業後の一般就労に大きな成果を上げてい

ただいております。ただ、特別支援学校以外では、公立の職業訓練などは実

は余りないというのが現実であります。 

 我が県ではハローワークはもちろんのこと、ポリテクセンターや障害者職

業センターなどで障がい者雇用を担っていただいておりますが、やっている

仕事というのはどちらかというと企業と障がい者のマッチング作業が主に

なっているというふうに私自身は感じております。 

 そういった中で、今年４月に四日市市で、民間ですけれども、障がい者の

ための専門学校が開校されました。もちろん民間の専門学校ですので、年間

100万円近くの授業料もかかってまいります。この話で私が感じるのは、障

がい者キャリア教育の発想の転換というのを少ししていかなければならない

のかなと思っております。つまり、健常者の方であれば、高校を卒業して大

学などの高等教育機関に行って知識並びに技術というのを取得しようという

のは至極当然の流れとしてありますけれども、障がい者においては卒業後高

等教育機関に進学するという発想は余りありません。ないわけじゃないです

けど、余りないのが現実であろうと思っております。また、専門の学校も余

り存在しないのも実情であります。 

 ほかの公共団体を見渡しますと、障がい者の職業能力開発の学校が設置さ
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れておるところもございます。我が県でも、障がい者のキャリア教育として、

職業訓練もしくは職場体験ができて、個々のスキルアップにつながるような

ものが必要であるというふうに考えておりますが、いかがお考えでしょうか。

所見をお伺いいたします。 

   〔廣田恵子雇用経済部長登壇〕 

○雇用経済部長（廣田恵子） 障がい者キャリア教育について御答弁いたしま

す。 

 障がい者の職業訓練については、国では職場実習事業により、県では障が

い者委託訓練事業によりまして就労体験を希望する障がい者に対して実習訓

練を実施してまいりました。しかし、障がい者が自分のつきたい職業を主体

的に見つけるためには、社会性や職場適応能力を高めること、それと働くこ

とが実感できる機会を増やしていくことが必要であると認識しております。 

 このため、本年度は地域人づくり事業を活用しまして、障がい者が自らの

個性や適性を生かし、希望する業務にチャレンジできる事業を実施します。

この事業は働くために必要な基本的スキルを習得した上で、複数の企業での

インターンシップなどによって自らの適性と企業との相性を見きわめる実習

訓練で、障がい者の就労について、高度で専門的なノウハウを持つ事業者を

活用して行うものです。 

 今後も委託訓練事業や国等の事業を活用しまして、障がい者が自ら主体的

に職業を選ぶ機会を少しでも増やしていきたいと考えております。また、他

県の事例を参考にしまして、関係機関と連携しながら希望する職業につくた

めの訓練メニューの開発等について検討を進めてまいりたいと思っておりま

す。 

   〔６番 粟野仁博議員登壇〕 

○６番（粟野仁博） 御答弁ありがとうございます。 

 今、非常に前向きな答弁をいただいたかなと思っております。障がい者の

方々はなかなか会社を起こしたりというようなことというのは実は現実的に

は余りないのが事実であります。しかしながら、2008年に国連で障害者の権
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利に関する条約というものが発効されまして日本も批准しております。それ

に伴いまして障害者自立支援法、今、障害者総合支援法に名前が変わりまし

たけれども、でき上がっておると。 

 実際、前もこれは申し上げたんですけれども、障がい者というのは今まで

はどちらかというと医学モデルで判定されておったのが、要は社会モデル、

権利の主体であるというふうな形で国でも推進しておるところであります。

そういった中で、先ほど申しましたようになかなか健常者、いわゆる一般の

高等教育機関というものには障がい者はいきなり入るということもできない

という現実があろうと思っております。 

 であれば、先ほど最後に他県の事例もというお話をいただきましたけれど

も、しっかりと他県の取組を見ていただきまして、三重県内でも障がい者

個々のスキルアップができるような学校、さらには障がい者がそこを目指し

ていくというような雰囲気をつくっていただきたいなというふうに思ってお

ります。 

 本当になかなか難しい問題ではあると思っております。私自身障がい者雇

用率が三重県内では低いというふうなことももちろん存じておりますけれど

も、もうその障がい者雇用率というのは今の県の努力である程度は回復して

くる。基準に達してくるであろうというふうに考えておりますので、それよ

りも先のいわゆる障がい者キャリア教育を進めることによって障がい者が自

由に職を探せる。さらには、職を選べるような環境づくりの整備に御尽力を

いただければというふうに思っております。 

 時間が大分なくなってまいりましたので、次に進めさせていただきたいと

思います。 

 最後に３番の項ですけれども、ＣＯＯＬＪＡＰＡＮ戦略についてでありま

す。 

 最近本当に異常気象が続いておりまして、非常に暑い日本となっておりま

す。それをいかに冷やすかというような戦略を県で進めていただきたいとい

うのはうそでございまして、日本政府では経済産業省の製造産業局にクー
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ル・ジャパン室が置かれまして、商務情報政策局クリエイティブ産業課が全

く別にクールジャパン／クリエイティブ産業政策を担当いたしまして、クー

ルジャパン戦略担当大臣を置かれるなど、戦略産業分野である日本の文化、

産業の世界進出促進並びに国内外への発信などの政策を企画立案及び推進さ

れております。最近知事も三重テラスにおきましてＣＯＯＬ ＭＩＥトーク

ライブというものを開催されております。私は非常にいい取組だというふう

に感じております。 

 私は、今回産業の振興というのはもちろんなんですけれども、特に観光に

特化して既存の県内観光スポットをいま一度違った角度から観察し、我々か

らすれば普通であるということでも、外国人並びに他県の方から見ればクー

ルであるというものを発見して、それを発信していく必要があるのではない

のかなと感じております。 

 つまり、昨年は伊勢神宮の御遷宮で1400万人の方が訪れられて、非常に三

重県自体盛り上がったわけでありますけれども、心配なのは、今年はおかげ

年ということでございますけれども、来年以降の県内入り込み客数の減であ

ります。その減数をいかに食いとめるか、いかに緩やかにするかというのが

大きな勝負であり、リピーターの獲得には今までと違った側面を紹介するこ

とが重要であろうというふうに考えております。知事、御所見のほど、よろ

しくお願いいたします。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） クールな視点から地域資源を掘り起こして観光の切り口

で積極的に発信してはどうかという御提案でございます。 

 三重県におきましても、クールジャパンのような大がかりな形式ではあり

ませんが、洗練された、格好いいといった意味も含めて、その趣旨も踏まえ

る形でＣＯＯＬ ＭＩＥの取組を少しずつ始めています。一つは伊賀くみひ

も、伊勢木綿などの伝統工芸品とデザイナー、クリエーターとのマッチング

を進め、ＣＯＯＬ ＭＩＥをキーワードにバッグなどの新商品開発、販路開

拓を支援しているものです。 
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 例えば（現物を示す）これは伊賀くみひものちょうネクタイなんですけど、

これはスマイルズという会社でスープストックトーキョーとかもやってかな

りブランド化としては力のあるところで、ｇｉｒａｆｆｅというところがこ

の伊賀くみひもの結ぶとか組むということについての非常に人気のある商品

ですけれども、こういうのもやらせていただいたり、もう一つは先ほど御紹

介いただいたＣＯＯＬ ＭＩＥトークライブなどで三重の旬の発信に取り組

んでいます。 

 一方、「三重県観光キャンペーン～実はそれ、ぜんぶ三重なんです！～」

におきましては、パンフレットは非常に人気があるんですけど、ナローゲー

ジのローカル列車、宿泊施設内のケーブルカーなど、県内の乗り物を紹介す

る「たのしいみえののりもの」や、小説や映画の舞台についてのガイドブッ

クを作成するなど、テーマに基づく情報発信に取り組んでいるところです。 

 また、市町、観光協会とともに地域部会を設置し、例えば北勢地域では

とっておきの夜のスポット、中南勢地域では酒蔵めぐり、伊賀地域では御当

地グルメを含めた食など、地元ならではの観光情報も発信しています。今後

もふだん見過ごされがちな地域の祭りや暮らしの姿、景観、食、地域産品な

ど、市町、観光団体、商工団体等と連携しながら、外国人や県外の皆さんか

らクールに見えるかどうかといった視点からもさらに磨きをかけ、三重県営

業本部として三重の魅力を積極的に発信していきます。 

 一方で、こういうものはやはり事業者の自助努力とか意欲というのも重要

な要素ですので、広域自治体としては何でもかんでも面倒を見るというより

は、個々の売り込みより、プラットホームづくりとか、モデルづくりとか、

トータルな情報発信、こういうものを中心に役割を果たしてまいりたいと考

えております。 

   〔６番 粟野仁博議員登壇〕 

○６番（粟野仁博） ありがとうございます。 

 本当にクールジャパン、いわゆる国の政策でありますけれども、実際にど

ちらかというとサブカルチャーの輸出的なことに主眼を置かれて今動いてい
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ただいているのが現実かなと思っております。 

 そこに三重県が乗っかるという言い方はよくないかもしれませんけれども、

やはり国でやっている施策であります。いきなり、仮にですけれども、国の

ほうから、おい、三重県、クールなものはないかというふうに聞かれたとき

に、ぽんと出せるように、うちはこんな取組をしていますよというふうなこ

とをぜひとも推進していただきたいと思いますし、来年はミラノ万博もある

わけであります。そこに三重県もブースを出すということで進んでいただい

ておりますけれども、今までと同じ見せ方をするのではなくて、先ほどナ

ローゲージの話も出ましたけれども、やはり三重県だからこそ、三重県だか

らあるんやということを全面に出していただいて、ぜひとも観光誘客におつ

なげいただきたいと思っております。 

 ちなみに先ほど知事からちょうネクタイを出していただきましたけれども、

本来は私が出さなあかんのかなと思っておりました。先に出していただきま

してありがとうございます。今日はちょっと持ってきていないんですけれど

も、本当にこのクールジャパンの取組に関しましてはＣＯＯＬ ＭＩＥと積

極的に名をつけて売り込む必要はないと思いますけれども、地道な活動、地

道にいろんなものを探す。各観光協会等と連携しながらぜひやっていただき

たいなと思っております。 

 以上で質問を終結させていただきますけれども、今回の質問、実は先ほど

来ずっと申し上げておりますけれども、いかに人口減を食いとめるかという

ことに主眼を置いて質問させていただきました。そのためには郷土愛・郷土

力というものが大事であろうというふうに思っております。最後に久しぶり

に今日の一句を詠ませていただいて終結させていただきたいと思います。 

 「郷土力 育むためには 今日努力」。 

 以上で質問を終結させていただきます。ありがとうございました。（拍

手） 

○議長（永田正巳） 10番 中西 勇議員。 

   〔10番 中西 勇議員登壇・拍手〕 
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○10番（中西 勇） 皆さん、こんにちは。みんなの党、中西勇です。議長の

お許しをいただきましたので、早速ですが、質問に入らせていただきたいと

思います。今日も松阪木綿を着て質問させていただきます。これで３回目に

なりますが、よろしくお願いします。 

 早速でけれども、１番目の質問、クラウド・ファンディングの取組につい

てということで質問をさせていただきます。 

 このクラウド・ファンディングについては、平成24年10月に総務地域連携

常任委員会で中川正美議員から問われておりました。ただ、その中身はそれ

以上は入られていないようです。そこで、今年度三重県中小企業・小規模企

業振興条例が４月から施行されております。そういう意味でこの質問をさせ

ていただきます。 

 この条例の条文の第15条、小規模企業に対する支援とあります。また、今

年度国会で小規模基本法が制定される状況にあります。そして、昨年６月に

策定された国の成長戦略、日本再興戦略においても、内外の資源を最大限に

活用したベンチャー投資、再チャレンジ投資の促進をということで、中にも

ありますけれども、資金調達の多様化というところがございます。 

 具体的にはこのクラウド・ファンディング等ということですが、今年度通

常国会でも金融商品取引法の改正が予定されています。そういう中で、三重

県の取組として、コミュニティービジネス等に共通した個人や団体の資金を

その事業につなげていく仕組みとして、ソーシャルファイナンスに対する理

解を深めるため、金融機関と関係機関を対象に勉強会を開催してきていると、

そのようにお聞きをしております。 

 中小企業、小規模企業や個人事業主にとって資金調達は悩みの種です。新

商品の開発や設備投資、売り上げを回収するまでの間の資金繰りなど、事業

において必ずついて回る問題です。新しく開業しようとする起業家やベン

チャー企業にとって資金調達は大きな課題です。 

 そういった中で、最近注目されている新たな資金調達手段として、クラウ

ド・ファンディングがあります。これはインターネットを通じて不特定多数
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から小口の資金提供を募るものです。群集を意味するクラウド、それと資金

調達を意味するファンディングを合わせてクラウド・ファンディングと言わ

れております。欧米で急成長しており、日本でも運営事業者によるサービス

が相次いでスタートしております。 

 そこで、このパネルをちょっと見ていただきたいんですが、（パネルを示

す）主な形態としては、資金を提供した人が特に対価を受けることがない寄

附型、それと集めた資金で開発した商品やサービスを出資者に提供する前払

いや予約にも似た購入型、運営事業者を介して出資者と事業者との間でファ

ンドを組み、収入から配分を受ける投資型などがあります。 

 資金を提供する側の目的が利益中心ではなく、企業、事業者の商品やサー

ビスにかける思いに共感して、出資という形で支援する側面が強いことが特

徴でございます。また、運営事業者の中には、全国の金融機関と連携して金

融機関が取引先を紹介し、資金調達につながった例や商工会議所などの支援

機関と連携する例もあり、活用が進みつつあります。 

 そこで、（パネルを示す）このパネル２番目を見ていただきたいんですが、

これはクラウド・ソーシングと必要な人材を調達する仕組みの推移がグラフ

で出ております。このグラフは当然クラウド・ファンディングの部分ではな

いんですが、世界での市場規模は間もなく１兆円を超えると言われ、国内市

場も昨年で約６億円、本年は15億円程度、来年には35億円程度に成長すると

も予測されております。今後の展開に期待が持てるわけです。これは2014年

版中小企業白書からちょっと抜粋させていただきました。 

 そこでパネル３番目ですが、（パネルを示す）これは埼玉県の埼玉縣信用

金庫が事業資金調達の検討をしている事業に対してＭＳ社、ミュージックセ

キュリティーズという株式会社でございますけれども、そういう紹介をして

やった事例の仕組みを少し書かせていただきました。 

 そこで、松阪市でもこの仕組みを利用して、小さな商店なんですが、松治

郎の舗という、３月に仲介業者ＭＳ社を通じて明和町の遊休農地にハーブの

一種でカラミンサという植物を栽培してミツバチの蜜源を増やして、この花
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由来の世界初の蜂蜜を収穫するということに対して出資を募りました。当然

利益分配と商品の提供もするサービスをつけて、わずか４日間で１口約１万

円で200万円の資金を集めたと聞いております。 

 さらに自治体では、（パネルを示す）これは大阪府の例なんですけど、ク

ラウド型ファンド活用促進事業というのが昨年から全国初でスタートをして

おります。大阪府内の中小企業の事業を発掘して、委託先のクラウド・ファ

ンディング運営事業者のホームページに掲載して資金調達を支援するもので、

２週間で400万円集めたとか、そういった企業があります。 

 また、兵庫県でも、ひょうごふるさと応援・成長支援事業、予算規模とし

ては830万8000円という予算を組んで今年度から進めてみえます。いずれも

投資型の実施でございます。当然小規模企業の中には高い技術や強い思いを

持ちながら、資金の問題で苦しんでいる中小企業、小規模企業のためにぜひ

検討していただきたいなと、そのように思うんです。 

 そこで、少しホームページの中身の紹介でございますけれども、（パネル

を示す）ＭＳ社、ミュージックセキュリティーズ社のホームページの中に幾

つか例があるんですけど、どういう形で出資して目標がどれだけだという形

が載っております。これもそうですね。（パネルを示す）次のパネルです。

こういう中身が載っております。 

 そして、ここに三重県というのがありますので、少し紹介しますと、その

中身は、（パネルを示す）このように詳細が出ております。そして、この中

身をずっと行くと、（パネルを示す）最後にお金の部分も出ておりますけど、

こういうふうに紹介もされております。これが運営事業者としてこういうふ

うに紹介をしていくわけですね。それで募っていくというところです。 

 これまで当然資金調達が難しかった分野で新たな手段としてクラウド・

ファンディングという手法があるということでございますけれども、ここで

少しお尋ねというか質問に入りますが、本県においてもクラウド・ファン

ディングを活用し、中小企業の資金調達の支援はできないかということ。 

 それから、中小企業の課題解決を支援するために、資金を提供する出資者
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を募るだけではなく、事業を実現するために必要な専門知識や技術を持った

人も募集して支援を求められる仕組みがつくれないか。 

 そして、新しい手法であるクラウド・ファンディングについて、その内容

や効果を広く普及啓発したり、活用を支援する仕組みを行っていただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。御所見をお聞かせください。 

   〔廣田恵子雇用経済部長登壇〕 

○雇用経済部長（廣田恵子） クラウド・ファンディングの取組について御答

弁いたします。 

 クラウド・ファンディングは資金調達、それから課題解決、情報発信の有

効な手段の一つでありまして、県内中小企業、小規模企業の振興につながる

ものと認識しております。そのために、県は平成23年度から県内の商工団体

や金融機関等に対しましてクラウド・ファンディングを含めました新たな資

金調達手段の定着に向けてのセミナーを開催してきております。 

 さらに、条例のお話がございましたが、条例ができましたので、それに基

づきまして地域のコミュニティービジネス、ソーシャルビジネスを促進して

いくこととしております。このために、自らの資金の生かし方に関心を持つ

人と事業者をつなげる仕組みであるクラウド・ファンディングというのは非

常に有効であると考えておりまして、引き続き県内への周知を行っていく必

要があると考えております。 

 国におきましても、クラウド・ファンディングへの参入要件の緩和や投資

者保護のためのルール整備が行われたところでありますので、他府県での例

も参考にいたしまして、これらの取組の有効性について検証し、県内の市町

でありますとか企業のニーズも踏まえた上でということを考えておりまして、

その調査研究を行っていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

   〔10番 中西 勇議員登壇〕 

○10番（中西 勇） ありがとうございます。 

 有効であるということで、今後進めていただけるのかなと、そのように捉
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えさせていただきました。 

 県でいくと、参考ですけど、島根県は平成25年度から県内の地域づくりの

ために取り組んでみえます。それと、北海道夕張市も取り組んでみえて、

ホームページなんかのバナーもしっかり上げてみえます。それと、千葉県、

静岡県もこのクラウド・ファンディングについて県民向けにセミナーを開催

してみえるというところですので、よろしくお願いしたいと思います。 

 ここで大切な部分なんですけれども、商工会や商工会議所に所属していな

い本当に小さな小規模事業者がいるということですね。そういったところに

は、こういう情報がなかなか行っていないというのが事実だと思うんですね。

それで、当然そういう部分で資金調達していくのに、技術があるのに何と売

り出そう、というところがあると思いますので、そういった部分へ、現場へ

しっかり入っていただきたいなと、そんなふうに思っておりますので、よろ

しくお願いします。要望させていただいて次の質問へ入りたいと思います。

よろしくお願いします。 

 それでは、二つ目の質問、ＲＤＦ焼却・発電事業終了後の市町のごみ処理

体制についてということで、ストレートにこのまま質問に近いんですが、現

在のＲＤＦ事業の収支をいま一度確認してみたいと思いますので、パネルを

お願いします。 

 （パネルを示す）ちょっと数字を出させていただいておりますが、私が調

べた部分で平成13年当時のＲＤＦ事業の全体計画を少し頭のほうで計画の金

額として上げさせていただきました。その中でございますけれども、施設整

備費が58億2000万円余り、それから共用設備部分が11億8000万円余り、その

他の費用が13億4300万円余り、それから土地取得が５億円余りと。それで

トータル88億5000万円余りという、これは平成13年の資料だったので、実際

にはもう少しかかって93億前後だと聞いておりますけれども、この中で少し

今までの経緯を述べさせていただくと、このＲＤＦ事業が始まったのは平成

14年ということですが、まだわずか12年前ということです。 

 そして、この事業は平成28年度で終了するという15年間の事業であったわ
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けですが、平成23年４月に広域事業体と市長による事業組合が平成32年まで

延長することを協議会総会で決定しております。そういうことでここまでが

経緯でございますが、その後志摩市が平成26年度に離脱して独自のごみ処理

をするということで決定しております。また、香肌奥伊勢資源化広域連合か

ら松阪市が離脱することをこの連合の組合の総会で決定もしております。そ

して、伊賀市では今後離脱の方向で協議をしていくというようなことを表明

していると聞いております。 

 そもそも市町のごみ、行政といいますけれども、ごみ行政はそれぞれの市

町が責任を持って市民、町民のごみ処理を行うことが基本であると思ってお

ります。そういうごみ処理の事業でありますが、ごみの資源を有効活用する

という方法で全国的に機運も高まり、平成10年ごろからＲＤＦ事業が県の提

案で、ちょっと言い方は悪いかわかりませんけど、この指とまれという方式

で各参加市町を募った経緯があります。 

 そのときＲＤＦの委託料は売電収入で補うので無料、また発電により収益

が上がれば還元もできるということでした。しかし、当時の社会情勢や諸事

情により委託料は有料で始まっております。すなわち、ＲＤＦ事業はＲＤＦ

化するのに費用がかかり、そして、それを処理する費用とダブルで市町に負

担がかかっている状態でスタートして、その料金は年々増加しているのが現

状です。 

 ここで少しその状況のパネルをもう一度見ていただきたいんですが、（パ

ネルを示す）ＲＤＦ事業の中身の発電部分というのが附帯工事のＲＤＦの部

分なんですけれども、電気事業の中に水力発電とＲＤＦの部分があります。

合計すると水力発電は平成14年度からの数字なんですけれども、７億1000万

円余りのプラスです。ＲＤＦ事業の損益としては31億9000万円余りマイナス

でございます。ただ平成15年度に爆発事故がありました。そのときの部分と

して、ちょっと書き方がおかしいかわからんですけど、損失した部分を事業

者の富士電機のほうから半分負担をいただいておるということで、ここでマ

イナスというのがおかしいですけど、収益としてプラスマイナスすると20億
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円余りの損失が今出ているという状態でございます。 

 こういう状態であるんですが、平成25年のこの事業の総会の中で、東員町

の町長からこんな話がございました。平成14年度から始まった事業でしたが、

たくさんの市町を巻き込んだにもかかわらず、５年程度を経過した時点で平

成28年度をもって事業を終了することを一方的に伝えてきました。関係市町

はそれまで使っていた処理施設を処分して新たにＲＤＦ製造施設を建設し、

参加したのです。また、ＲＤＦ処理施設を処分して新たな処理施設をつくら

なければなりませんが、短期間での方針転換によって迷惑を受けている市町

のことを県はどのように考えているのでしょうか。特に本町にとっては忘れ

られない出来事、平成15年８月に起こったサイロの爆発です。この事故に

よって本町の関係者の２名の尊い命が奪われており、こんな重大な経過をた

どって運営されている事業であることを県の幹部は責任を持っていま一度考

えてほしいと思います、という話が総会でございました。 

 そこで、質問です。平成32年のＲＤＦ事業に関して県はどのようにしてい

くか答えてください。 

 現在発電事業は企業庁が減価償却をしている状態でございますが、要は発

電施設以外の他の施設は県の資産となっております。どういう形で処理をし

ていくのでしょうか。現在も含めて、先ほど言ったこの赤字は誰が責任をと

るのでしょうか。赤字がこれから少なくなる保証はあるのでしょうか。 

 先ほどのパネルに平成25年の決算の予測数字を少し入れました。少し黒字

になっておりますけれども、またこの赤字に対して市町に負担をしていただ

くのか答えていただきたいと思います。赤字補塡は余剰金でとよく言われま

すけれども、余剰金を遠回しに考えれば税金と同じという感覚がございます。

無駄に使うことではないと思いますので、御答弁のほうをよろしくお願いし

ます。 

   〔渡辺将隆環境生活部廃棄物対策局長登壇〕 

○環境生活部廃棄物対策局長（渡辺将隆） それでは、ＲＤＦ焼却発電事業の

終了後の市町のごみ処理体制につきまして御答弁申し上げます。 
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 御指摘のように、平成32年度まで継続するということに決定されてござい

ますが、ＲＤＦ焼却発電事業が終了します平成33年度以降のごみ処理につき

ましては、各市町において新たなごみ処理体制への移行に向けて検討がなさ

れているところでございます。 

 県としましては、市町においてごみ処理が適正に行われることが重要と考

えており、それぞれの地域の状況を踏まえ、新たなごみ処理体制の構築に向

けて市町とともに取り組んでいるところでございます。 

 具体的には、市町等が設置します検討組織への参画や市町間の調整、職員

の派遣等を行っております。ＲＤＦ焼却発電事業終了後におきましても、市

町のごみ処理が円滑に行われるよう、引き続き県としてしっかりと役割を果

たしてまいりたいと考えております。 

 平成29年度以降のごみ処理の費用に関しましては、今企業庁のほうで委託

料等の試算をしてございますので、29年度以降の処理料金の検討時点でまた

関係市町と検討してまいることとなると考えております。 

 答弁は以上でございます。 

   〔10番 中西 勇議員登壇〕 

○10番（中西 勇） 答弁はいただきましたが、検討している、検討している

ということばっかりなんですけれども、今平成26年ですね。今から考えると

あと６年間あるかなと、そのように思いますけれども、実際本当に市町が自

分のところのごみを自分のところで処理をしていくとなると、それなりにま

た設備投資もしていかないかん部分も当然あるわけですね。そういったとこ

ろもしっかり県のほうで中へ入っていただくことが必要なのかなと、そのよ

うに思うんです。 

 今いろんなところに入りながら、職員を回しながらとか、そういう話もあ

りましたし、委託料の件も話がありました。ここで私からこういうふうにし

てはどうかという部分を少し話しさせていただきますけれども、対案という

とそんな大げさなものではないんですが、平成32年までに参加しているとこ

ろ、全体的な部分で考えると、このＲＤＦ事業は早くやっぱりどこかで切り
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をつけていくことを考えなければいけないなと。県がいつまでも市町に負担

を仰ぎながらやっていくことではないのかなと。 

 それで、平成32年で一応切りをつけるということであるのなら、民間事業

者にこの施設を売却するという方法も一つはあると思います。売却の仕方は

当然ありますし、同じ敷地内に桑名広域清掃事業組合の部分がありますので、

そういったところ、それと先ほどのパネルで示した設備投資している費用、

随分かかっておりますので、そういったことも当然考えてやらなければいけ

ないと思います。 

 そこで、二つ目として、今言った同じ敷地内に桑名広域清掃事業組合があ

るわけですから、そこでＲＤＦ化したものをもう一度発電していくという考

え方をするのであれば、そこで引き取っていただくなり、事業を進めていた

だくというのがもう一つの方法だと思うんです。 

 それと、三つ目、もう一つ考え方としてはよく今いろんな部分で指定管理

という形を出されてみえますので、民間事業者に指定管理として、入札制度

にされるかどうかはあると思いますけれども、そういう形でそのまま移管し

てしまう。指定管理を出してしまうという形があるのかなと、そんなふうに

思うんです。 

 これはあくまでも方法はもっとあるかわかりませんけど、本当に平成32年

までにほかの、ここに参加している市町のごみ処理をできる状態にできるの

かなというのがすごく私の中では不安に思っております。 

 そういう部分で少し確認も含めて知事にちょっと言わせていただく部分な

んですけれども、知事もこの話は平成23年に知事に就任したときに総会でい

ろんな話があったということも聞いてみえると思いますし、そういう部分で

今ちょうど丸３年たち４年目になってくるわけですね。こういう中で、もし

所見として聞かせていただけるのなら、知事として、この後平成32年にうま

くいくのかどうかも含めて、少しこういうふうに思っているよということが

あるのなら教えていただきたいなと。 

 答えにくいのであればもう答えていただかなくても結構なんですけど、こ
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の３年余りの間でそういう話というのは議会で余りされていないように思う

んです。総会や協議会の中で話はあるのかなと思いますけど、それぞれの市

町に対してのこういうふうにしていくんだ、また相談していく、検討してい

くという話はあると思うんですけど、そんなので本当にうまくできるのかな

というのが一つなんですね。それで、それぞれの担当の常任委員会でもどれ

だけの話ができているのかなというのが私の中ではわからないですね。そう

いった部分を含めて、知事が少し何かこういうふうに思っているよというと

ころがあるのであれば少し答えていただければと思います。知事、お願いで

きますか。 

○議長（永田正巳） 答弁は簡潔に願います。 

○知事（鈴木英敬） 答えやすいか答えにくいかと言われると答えにくいんで

すけれども、それはなぜかというと多くの関係者の皆さんを巻き込んで議論

をしている途中でありますので、私自身の見解を述べることで今議論中のも

のに影響を与えるということ、そこに懸念がありますので、クリアカットな

答えというのはなかなかできませんが、議員から御指摘があったように、ど

ういう形態にしても、そしてまたそれぞれ桑名広域、東紀州地域、香肌奥伊

勢や伊賀市とそれぞれに抱える事情が違いますから、県としてはこれまでの

経緯と役割、こういうものを踏まえてしっかりと参画をしながら汗をかいて

いくということは大事なことだと思っています。 

○議長（永田正巳） 簡潔に願います。 

   〔10番 中西 勇議員登壇〕 

○10番（中西 勇） 今いろんな事情があると聞きますけど、僕にとっては本

当に税金の無駄遣いをしておるとしか思えないわけですね。そういう部分を

踏まえてしっかり方向性を出していただきたいということです。 

 今までの知事でこういう話もありました。負の遺産をいつまで続けるんや

と、そんな話もあったと思いますので、この部分をしっかり踏まえて今後よ

ろしくお願いしたいと思います。要望ということでさせていただきます。 

 それでは、質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございまし
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た。（拍手） 

○議長（永田正巳） 23番 中川康洋議員。 

   〔23番 中川康洋議員登壇・拍手〕 

○23番（中川康洋） 公明党の中川康洋でございます。午前最後の質問、どう

ぞ知事をはじめ関係部局長の皆様、よろしくお願いを申し上げます。本日は

３点の質問をさせていただきます。 

 初めに、軽減税率の導入について知事の見解を伺います。 

 この消費税の軽減税率の導入については、消費税の持つ逆進性の解消及び

低所得者対策の観点から、昨年12月の与党税制改正大綱において消費税率

10％時に導入すると明記され、現在自民、公明の与党税制協議会の場で対象

品目の選定、区分経理のための制度整備などについて鋭意協議されておりま

す。 

 ちなみに先週５日の協議会では、その協議の論点整理として、対象品目で

８パターン、事業者の経理手法で４パターンの具体案が提示されたところで

あり、今後は関係団体からの意見聴取、さらには９月から年末にかけて最終

案の取りまとめに入ると聞き及んでおります。 

 また、この軽減税率の導入については、各社の世論調査でもおおむね高い

数字を示しており、私が議会の図書室にお願いをして調べただけでも毎日新

聞で賛成が67％、産経新聞で76.4％、また日本経済新聞でも賛成が74％とど

れも高い数字を示しております。私は、この軽減税率の導入についてはフラ

ンスやイギリスなど先進各国の事例から見てもぜひ導入するべきであり、そ

の対象品目については酒と外食を除く飲食料品全般と、国民に必要な情報を

与え、知的財産を形成する新聞や書籍を対象に、また時期については10％へ

の引き上げと同時に行うべきであると考えます。 

 そこで伺いますが、知事は日ごろより県民の生活を預かる立場として、ま

た県民の幸福実感度に責任を持つ者として、この軽減税率の導入については

どのような見解をお持ちか伺います。よろしくお願いいたします。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 
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○知事（鈴木英敬） 消費税の軽減税率制度の導入についての見解でございま

す。消費税の軽減税率につきましては、先ほど議員からも御紹介がありまし

たとおり、現在与党税制改正大綱を踏まえて対象品目やその影響額の試算と

与党協議が行われていると承知しております。 

 消費税は低所得者層ほど税負担が重くなる逆進性を持つと言われており、

諸外国の付加価値税の例を見ましても、高い税率を設定しつつも低所得者層

への配慮の観点から、生活必需品等に対して軽減税率を導入しているところ

が多いということを踏まえても、私としましては今後消費税率が引き上げら

れていくということであれば、低所得者の方への配慮として軽減税率の導入

は必要であると考えております。 

 一方、課題もございます。軽減税率を導入し、複数の税率になりますとイ

ンボイス方式などの区分経理が必要とされ、事業者の事務負担が増えること

から、現場が混乱しないよう、また過度な事務負担にならないように、関係

する団体とも十分協議していただきたいと考えております。 

 また、地方財政を預かる立場としましては、軽減税率の導入は地方消費税

の税収や地方交付税の総額が減少することから、軽減税率を導入しても地方

の社会保障財源に影響を与えることのないよう、その代替財源をどう確保す

るかという課題があると考えております。 

 また、そもそも税の範疇にとどまらず、景気回復、経済成長を着実に実現

することにより、雇用拡大、所得や賃金の増大を図るなど、力強い経済再生

にしっかり取り組むことも重要であると考えております。軽減税率の導入に

係る様々な論点はまさに現在国において協議が進められておりますので、今

後の動向をしっかりと注視してまいりたいと考えております。 

   〔23番 中川康洋議員登壇〕 

○23番（中川康洋） ありがとうございました。 

 後半様々な知事なりの論点をおっしゃっていただきましたけれども、私と

してはこの軽減税率の導入は必要であると考えるというお話をいただいたか

というふうに思っております。確かにこの軽減税率の導入については、これ
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からさらに議論をし、今知事もおっしゃっていただきました超えなければな

らない課題、また地方の立場から言っても代替財源をどうするか、このよう

なところの課題は多くあるというふうに私自身も認識をしております。 

 しかし、今後消費税率が維持されるということはあっても、下がることは

ないのではないかなというふうに私は感じている一人であります。ゆえにこ

の軽減税率の導入につきましては、日本の税制の今後のあるべき姿、これを

変える大変大事ないわゆる一つの制度になるのではないかなというふうに

思っております。 

 これはあくまでも国の制度ではありますけれども、今後県民の生活にも直

結する問題でありますので、今後は知事からも中央に向かって積極的に発信

をしていただきたい。様々な問題を知事はいろいろと中央に対して発信をし

ていただいております。税の問題は国の問題というふうに捉えずに、この件

についてもこれから様々な山場を迎えるというふうに思いますので、その地

方からの発信、これをまた行っていただければというふうに思っております

ので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、２点目の質問に移らせていただきます。 

 次に、少子化対策について知事の思い並びに県の考え方についてお伺いを

いたします。 

 初めに、少子化対策における数値目標の設定について、改めての知事のお

考えを伺います。この件については２月25日に新政みえの日沖正信議員も既

に御質問されておりますが、私はその後の県の政策展開及び知事も委員の一

人であります少子化危機突破タスクフォースの第２期取りまとめ、さらには

内閣府の「選択する未来」委員会から出された未来への選択中間整理など、

その後も様々な提言が出される中、改めてこのタイミングでの知事のお考え

を伺いたいと思います。 

 少し新聞記事を紹介したいと思いますが、知事は４月25日付の朝日新聞掲

載の少子化危機突破タスクフォースの各委員に対する少子化対策の数値目標

の設定についての意見の中で、何らかの目標を設定すべきだ。女性に出産を
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押しつけるといった誤った事実を伝えかねないので、丁寧な説明が必要と述

べられております。また、５月25日付、各社に掲載された共同通信が調査し

た少子化対策の数値目標に対する各都道府県の考えの中では、本県は何かし

らの目標が必要、夏にも県民を交え数値目標の是非を検討すると答えており

ます。 

 私はこの二つの記事の中にある知事の何らかの目標、また県の何かしらの

目標という表現を見て以来、この何らかのとは具体的には一体何なんだと

ずっと気になっておりました。ゆえに今日はこの何らかの何は一体何なのか

をぜひ具体的に知事の口からお聞かせをいただきたい。 

 確かにこの数値目標の設定については、知事もさきの記事で触れているよ

うに、女性に出産を押しつけるようなことがあってはいけませんし、例えば

合計特殊出生率や出生数に具体的な目標を設定するなど、県が人口政策とと

られるような目標を定めて、女性が圧力を感じるような方向性はとるべきで

はないと考えます。 

 また、これはさきの少子化危機突破タスクフォース第２期取りまとめの中

にも記されておりますが、今後少子化対策をさらに推進していく上で、個々

人が本来希望する子どもの数と実際に生まれる子どもの数には乖離があり、

この乖離をなくしていくための環境整備ないしは希望がかなうための社会の

実現が重要であるという考え方は、ある意味今後この数値目標や指標を検討

していく上で傾聴に値する考え方の一つになるのではないでしょうか。数値

目標及び指標に対する改めての知事のお考え、また、この何かしらの何は一

体何なのか、そこの部分をぜひお聞かせを願いたいと思います。 

 次に、具体的な施策についてお伺いをいたします。 

 県は今年度少子化対策の柱の一つとして、みえの育児男子プロジェクトを

展開しており、具体的にはファザー・オブ・ザ・イヤーｉｎみえの実施や育

児男子アドバイザーの養成、また企業への働きかけなど、様々な取組を推進

しております。しかし、これらの取組は事業開始初年度ということもあり、

どちらかというと機運の醸成や仕組みの構築、またきっかけづくりをメーン
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とした事業が多いのではないでしょうか。 

 確かに初年度はこのようなイベント的取組でいいとは思いますが、今後も

このような事業を続けていくだけではこのプロジェクトは余り意味のない、

いわゆる絵に描いた餅的プロジェクトに終わる可能性が高いと言えます。そ

こで、私はこのみえの育児男子プロジェクトの今後の展開については、今年

度の事業は引き続き継続をさせながら、来年度は特に実際に父親が子どもと

ともに具体的な活動に参加することができる父親参加型の事業を展開するべ

きであると考えます。 

 具体的には、野外などで父親と子どもがともに活動することにより、父親

がそれらの活動を通して父性を発揮し、父性を磨くことのできる事業を、ま

た父親でなければできないかかわりに誇りが持てる取組を、県内市町や民間

とも連携しながら展開していってはどうかと思いますが、いかがでしょうか。

県の来年度に向けてのお考えを伺います。よろしくお願いいたします。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 少子化対策に関する目標設定についてでございます。少

子化対策は長期にわたり計画的に進める必要があることから、ＰＤＣＡサイ

クルを回し、取組の進捗状況や達成度合いを見える化するための仕組みを設

けるためにも何らかの政策目標は必要と考えています。 

 私が参画しました内閣府の少子化危機突破タスクフォースが５月26日にま

とめました提言においても、少子化対策における目標の設定については施策

の効果検証や国民の意識改革の観点から必要と明記されたところです。また、

既に19の道府県において合計特殊出生率や出生数に関する目標が設定されて

います。さらにある報道機関の調査によれば、男性の７割、女性の５割強が

数値目標の設定について賛成との結果も出ています。 

 一方で、数値目標を設定することに対しては女性へのプレッシャーになる

といった慎重な意見もあります。そもそも結婚や妊娠、出産などについては、

個人の考え方や価値観にかかわる問題であり、個人の自由な選択が最優先さ

れることが大前提です。仮に本県において目標を設定する場合には、あくま
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でも県行政の目標であって、県民お一人ひとりの目標ではないことを丁寧に

説明するとともに、目標値の持つメッセージ性も十分考慮することが重要と

考えています。 

 本県の少子化対策は、県民の皆さんの結婚や出産、子育てに関する希望が

かなう社会を目指して取り組むこととしています。先ほど御紹介した少子化

危機突破タスクフォースの提言においても、私のほうで強く意見を申し上げ

させていただいて、個々人が希望する年齢に結婚でき、かつ希望する子ども

と生まれる子どもの数との乖離をなくしていくための環境整備は、国民の理

解や賛同が得られるものとして、目標の一つとなり得ると盛り込まれ明記さ

れており、このような視点も参考としながら議論をしていきたいと考えてお

ります。 

 具体的には、今年度策定する予定の子ども・少子化対策計画（仮称）を検

討していく中で、７月に設置する三重県少子化対策推進県民会議の計画策定

部会において議論をするとともに、県民の皆さんの様々な御意見を踏まえな

がら検討していきます。 

 何らかの何は何なのかというのはここで申し上げることはしておりません

が、それは少子化対策をやっていく中で様々な立場の様々な考え方の様々の

家族のありようがあると実際に痛感をしているところであります。したがい

まして、自分で何かを決め打ちするというよりは、そういう様々な方々の御

意見を聞きながら丁寧に議論を進めていきたいと、そういう思いでございま

すので、御理解を賜れれば幸いです。 

 以上です。 

   〔西城昭二健康福祉部子ども・家庭局長登壇〕 

○健康福祉部子ども・家庭局長（西城昭二） みえの育児男子プロジェクトの

今後の展開についてお答えいたします。 

 みえの育児男子プロジェクトは、親目線の家事、育児分担であるイクメン

だけではなく、子どもの成長を重視した男性の育児参画を育児男子と位置づ

け、本年度から取組を進めています。こうした育児男子には子どもの自然体
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験などを通じて子どもの生き抜く力を育てる役割が期待されています。 

 こうした中、本県も加盟し、子育て支援に熱心に取り組む11の県で構成さ

れている子育て同盟のメンバーの長野県や鳥取県では、自然体験活動を中心

に据えた保育や乳幼児教育を行ういわゆる森のようちえんに対し、子育て支

援の一環として、独自の認定基準づくりや運営費助成に取り組まれておりま

す。 

 森のようちえんでは、多様な自然環境の中で子どもたちが伸び伸びと遊ぶ

ことにより、運動機能の発達、知的好奇心や感性が豊かに育まれるなどの効

果が期待されています。また、子どもとともに、その親にとりましても、こ

うした自然体験活動に積極的に参画できるフィールドが確保されることにな

り、とりわけ男性にとっては議員御提案の父性を大いに発揮できる場になる

のではないかと考えています。 

 森のようちえんにつきましては、県内にも既に同様の活動に取り組んでい

る団体があるほか、新たにこうした自然体験活動を大事にした保育施設を設

立しようといった動きも出てきています。本県としましても長野県や鳥取県

の取組を先進事例として、今後これらの内容について研究していきたいと考

えています。 

 このほか、子どもは様々な父性に接することにより社会性や職業観が育つ

と言われており、今年度取り組む育児男子アドバイザーの養成や育児男子を

表彰するファザー・オブ・ザ・イヤーｉｎみえなどの成果を踏まえて、県内

の市町や企業における育児男子のネットワーク化を図り、みえの育児男子倶

楽部のような場をつくることについても検討していきたいと考えています。 

 以上でございます。 

   〔23番 中川康洋議員登壇〕 

○23番（中川康洋） それぞれの御答弁ありがとうございました。 

 何かしらの何は何なんだというところを答えるのは、確かにここでは少し

難しいのかなというふうに思っておりました。しかし、そこの部分が大変気

になっておりましたので、あえてここで質問を上げさせていただきました。 
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 知事もメンバーの一員でありますこの少子化危機突破タスクフォースの取

りまとめ、５月26日に発表されておるんですけれども、この発表の全文を読

ませていただいて、かつ知事のそれに対するコメントも拝見をさせていただ

きました。率直にこれは私の感想ですけれども、知事はこの提言に対して少

し残念な思いがにじみ出ていたのではないかなというふうに思っております。

これは私の勝手な思いですから。 

 確かに少子化対策を本気で、また抜本的に行うには、これは国の大胆な施

策展開が必要だというふうに思います。例えば具体的には多子世帯への控除

等を含めた大胆な税制改正、さらにこの取りまとめにはＧＤＰ比１％から

２％へ予算を増すという話がありましたが、こういったさらなる財源の確保、

また高齢者施策から子育て・少子化支援策への大胆な政策転換、これは私が

言うのもなかなか勇気が要るんですけれども、こういったことを行うことに

よって国のほうが大きく方向性が変わっていく。それを多分期待して一員に

も入られていたんじゃないかなというふうに思うんだけれども、そこは少し

踏み込みが弱かったというか、そんな感じを知事は感じていたのかなという

ふうに感じました。 

 また、数値目標についても、どのような目標であれ、この取りまとめに何

らかの数値目標が示されて、知事はその上で本県もそれに即した目標を示し

てどんと進みたいという、そんな思いがあったんじゃないかなというふうに

思いまして、提言を読みながらちょっと残念な思いがにじみ出ているんだろ

うなというふうに感じました。 

 しかし、いわゆる希望がかなう社会、さらにはギャップをどう縮めていく

か、これはまさしく提言の中にも入っていますけれども、これは知事の提案

がそのまま盛り込まれているし、ここは今後の検討の一つの要素として重要

なファクターだというような位置づけがされた。ここはやっぱりお入りにな

られて、それでまた意見を述べられた、そういった意味が大きくあったん

じゃないかなというふうに思っております。 

 私もこの考え方は今後の施策の展開、さらには数値目標を示す上で重要な
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ファクターになるんじゃないかなと思っています。そのことを念頭に、今後

は県民会議での意見も聞きながら、三重県らしい、知事らしい数値目標をお

示しいただきたいなというふうに思います。 

 今、私は思いはないというふうに言っていましたけれども、花まる学習会

の高濱さんにアドバイザー就任でお渡しになられて、それを記者会見でいろ

いろとしゃべっているときに、具体的にはないんだけれどもといいながらも、

最後にやっぱり予算を投入して事業をする以上は目標は必要じゃないかと。

最後に個人的にはなくはないというふうに言っていまして、この個人的にな

くはないということはやっぱり腹の底にはあるんだろうなというふうに思っ

ていますが、それはまた別の機会にお伺いをしたいなというふうに思います。 

 さらには、みえの育児男子プロジェクトにおける具体的な活動において、

今後の展開の部分で西城局長のほうからお話をいただきました。やっぱり県

の施策展開として、いわゆる機運の醸成とか、また仕組みづくりというのは、

これはどちらかというと県が得意とするところだと思うんです。しかし、

やっぱりこのままで終わってしまったら、これは現場にどう作用させていく

か、また現場でどういう活動をつくっていくかということで、余り意味がな

くなってしまう。もっと言うならば、絵に描いたもちになる可能性もあると

いうふうに思うんですね。 

 そういった意味においては、この前も花まる学習会の高濱さんにいわゆる

アドバイザー就任の依頼をしたのかなというふうに思っていますし、また先

進事例として、長野県等で行われている森のようちえん、これも子ども・家

庭局長から今御紹介をいただいたのかなというふうに思っております。 

 実は私も若いときに東京の日野市で日野社会教育センターという社会教育

施設に勤めている時代がありまして、そこでいわゆる社会教育指導員として、

親子の野外活動を担当する仕事をさせていただいておりました。今もこんな

顔をしていますけれども、実は日本キャンプ協会の指導員とレクリエーショ

ン協会の指導員を持って、いわゆるハイキングとか、縦走とか、ナイトハイ

クとか、こんな親子の活動をずっとしておりました。やっぱりそこで見る子
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どもの笑顔、さらには親と子どもとのかかわり、ここは非常に大事だなとい

うのも私自身若いころに感じていた部分があります。 

 ゆえに来年度は具体的に、地に足のついた、まさしく子どもの笑顔が出て

くるような、また父親が本当に父性を発揮できるような活動展開をこの県内

でも展開していっていただきたいなと。それには県だけでは当然こういった

活動はできませんので、やっぱり市町とか、さらには民間と連携をしながら

進めていっていただきたい。そこに今回の育児男子プロジェクトの本来的な

意味があるのではないかなというふうに思っていますので、よろしくお願い

をいたします。 

 ３点目に移ります。生活保護学習支援事業について県の考えを伺います。 

 この生活保護学習支援事業は、生活保護受給家庭の子ども、特に中学３年

生を対象に、学習習慣の確立と高校への進学支援を目的に行っている事業で

あり、ひとり親家庭の子どもに対する学習支援事業、また児童養護施設に入

所する児童を対象としたものとともに、子どもの貧困対策を推進するため平

成25年度より実施している学習支援事業の３本柱の一つです。 

 ちなみにこれらの事業の財源スキームは、ひとり親家庭の子どもに対する

学習支援事業が国２分の１、県４分の１、市４分の１、また児童養護施設に

入所する児童への学習支援事業は県費10分の10、そして生活保護学習支援事

業については国10分の10で行われております。本来子どもたちの将来はその

生まれ育った環境によって左右されることがあってはなりません。 

 私は、生活保護学習支援事業をはじめ、これらの事業は生まれ育った環境

など様々な状況から家庭等において学習する習慣や環境が十分に提供されず、

学習や進学意欲が低下しがちな子どもたちに対して、学習の機会や学ぶ喜び

のきっかけをつくり、ひいては世代を超えた貧困の連鎖を防いでいくことの

できる大変重要な事業であると思います。 

 しかし、この生活保護学習支援事業、今年度までは国10分の10の事業であ

りますが、来年度からは、これはまだあくまで予定とは聞いておりますけれ

ども、この根拠法律が生活困窮者自立支援法となり、それに伴ってこの事業
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は福祉事務所設置自治体の任意事業になるとともに、国からの財源も２分の

１に縮小されると聞いております。前述のとおりこの事業は対象となる子ど

もたちに学習の機会と環境を提供し、ひいては貧困の連鎖を防ぐ大変重要な

事業であります。 

 ゆえに私は、これらの事業がこの国の負担割合の縮小とともに縮小される

ことがあっては断じてならないと思うのと同時に、県は今の段階からこの問

題を意識し、まずは国に対して来年度も十分な予算を確保することを働きか

けるのとともに、場合によってはひとり親家庭の子どもに対する学習支援事

業の財源スキームと同じ国２分の１、県４分の１、福祉事務所設置自治体、

これは主に市ですけれども、４分の１の割合も検討すべきではないかと考え

ます。 

 知事は、知事就任後４年間の重要政策課題の一つに学力の向上を上げられ

ております。また、幸福実感度日本一、これも知事の県民に対する重要な

メッセージです。これらの観点からもこの学習支援事業を今後どう捉えてい

くかは、本県の、また知事の政治姿勢をはかる意味において重要なファク

ターであると思いますが、いかがでしょうか。県のお考えを伺います。 

   〔北岡寛之健康福祉部長登壇〕 

○健康福祉部長（北岡寛之） 生活保護受給世帯の学習支援事業に対するお尋

ねでございますが、国では生活保護受給世帯への支援だけではなく、保護に

至る前の生活困窮者の自立支援策の強化を図るため、新たに生活困窮者自立

支援法を昨年12月に制定し、平成27年４月から施行されることになりました。

新制度では、県、市町などの福祉事務所を設置する自治体が生活困窮者に対

する自立相談支援等を必須の事業として実施するとともに、お尋ねの子ども

への学習支援のほか、就労準備や家計相談等の支援を任意の事業として位置

づけ、市町の判断により地域の実情に応じた事業が実施できるよう、対象の

事業が拡充されたところでございます。 

 現在国では各事業の補助基準を含めた政令や省令を検討している段階でご

ざいまして、現時点ではその詳細が明らかになっておりません。そのため、



－662－ 

県としましては国の検討状況の把握に努め、市町が学習支援事業を含めた各

事業の実施について適切に判断できるよう情報提供をしてまいります。 

   〔23番 中川康洋議員登壇〕 

○23番（中川康洋） ありがとうございました。 

 この生活保護受給家庭の子どもに対する学習支援事業、今日の段階では恐

らく部長の答弁はその範囲だろうなというのは私も感じておりました。しか

し、これから国のほうが仕組みをつくり上げていく中で、ある意味もう任意

事業になって２分の１ですよというのはほぼ予想される話だと思うんです。 

 だから、今の段階から私はあえて問題提起をしておきたかったなというふ

うに思いますし、また県としては、これは実施主体は市町になると思うんだ

けれども、市町の自治体になるからもう県は関係ないというのではなくて、

というのは、知事は学力の向上とか幸福実感度を増すということを言ってい

ます。そういった意味においては、まず国に対して働きかけをしていただき

たいなというふうに思うのと同時に、最終的にどうなってくるかという問題

がありますけれども、そのときには市町の実施事業だからそこでやりたいと

ころはやりなさいというような形にはならないようにしていただきたいなと

思うし、また、町に関しては、いわゆる生活保護に関しては県が担っている

部分もありますので、そこもあわせてどう考えていくかというところで、来

年度に向けて鋭意検討を、または働きかけをしていただきたいと思ってこの

タイミングで質問をさせていただいたわけでございます。 

 私自身、中学３年生のときにどういう勉強をするのかということは大変に

大事なタイミングだなというふうに思っております。ゆえにこの学習支援事

業はあえて中学３年生に光を当てていると。中学３年生までの義務教育とい

うのはある程度大きな固まりの中で、集団でずっと過ごしていくと思うんで

すけれども、しかし高校進学となるとやっぱりそれぞれの道に大きく開いて

いくわけなんですね。 

 そこで学習の機会が与えられず、またその環境に恵まれずに、自分自身は

もうこれでいいんだとか、例えば就職するんだというような状況が私はあっ
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てはいかんと思うし、やっぱりこういったところでのいわゆるボランティア

のお兄さんとか、さらには塾の先生との出会い、または機会によって自分自

身の可能性に本当に気づき、自分自身が進学する方向性というのを新たに見

出す、こういったことがあっていいんじゃないかなと思うし、そういったこ

とほど今大事なんじゃないかなというふうに思っております。 

 確かに絶対数は余り多くないというか、少ない事業だと思います。そして、

やはり学習というのは一義的にはやっぱり学校でとり行うものだというふう

に思いますけれども、今家庭の環境において様々なそういった状況に置かれ

ている子どもたちが多いんじゃないかなというふうに思っております。 

 最初は勉強の意欲も感じずに、そういったお兄さんからの誘いであっても、

塾に来いという話があっても、もう俺はいいんだ、僕はいいんだという子ど

もがいるかもしれません。しかし、そこを少しずつ参加する中で学ぶ喜び、

さらにはできる喜びを感じて、自分自身の進学先が明確になっていって、そ

して高校受験をする。そして、自分が思っていたところに合格をする。こう

いった実例が県内の中でも引き続き続いていけば、またできてくれば、私は

知事のおっしゃるいわゆる学力の向上のボトムアップになると思うし、さら

には幸福実感度も増す。 

 また、いわゆる貧困の連鎖から脱却をし、タックスペイヤーに変わってい

くという、さらには県の職員なんかになって私の今があるのはあのときの学

習だった、こんな発言が出たら私は非常に温かい事業になるんじゃないかな

というふうに思っています。そういった意味においてはこの段階からこの問

題を提案させていただきました。庶民の側に立つ公明党として、３点の御質

問をさせていただきました。 

 以上で終わります。ありがとうございました。（拍手） 

 

休          憩 

○議長（永田正巳） 暫時休憩いたします。 

午後０時３分休憩 



－664－ 

                                    

午後１時１分開議 

 

開          議 

○副議長（奥野英介） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

質          問 

○副議長（奥野英介） 県政に対する質問を継続します。12番 吉川 新議員。 

   〔12番 吉川 新議員登壇・拍手〕 

○12番（吉川 新） 議長のお許しをいただきまして一般質問させていただき

ます。新政みえの度会郡選出の吉川新でございます。今日は午前中県議会屈

指の３人の方々の質問でございまして、ちょっと気遅れがしそうでございま

す。 

 私がまずお聞きいたしたいのはＭｉｅＭｕのことでございます。華々しく

４月19日にオープンをいたしました。私の現職のころ、センター博物館とし

ていろいろ構想に加わって検討をしていたことを本当に感慨深く思い起こし

ております。また、私が担当しておりました公文書館も中に包含をしていた

だいて、本当に感慨もひとしおでございます。 

 そして、オープンして約１カ月半たちまして非常に多くの方々が来館され

ておると。これも非常に喜ばしいことでございます。構想から建設、いろん

な議会からの制約もございまして、また限られた時間、陣容の中で大変な御

苦労をされたのかなというふうに思っております。担当者の方々、館長や学

芸員の皆さんを含めて本当に御苦労さまでございましたと敬意を表するもの

でございます。 

 新聞情報でも非常に好評の内容が書かれております。私も３度ほど伺いま

した。来館者の方々にもいろいろお尋ねもいたしました。お年寄りの方も私

の選挙の地盤であります遠い南伊勢だとか、そんなところからも老夫婦もお

みえでした。子どもたちも楽しそうでございました。 
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 実は私そういった経緯がございましたので、正直不安だったんです。今後

この県立博物館がうまくいくのかなとか、特に地方の博物館として、一番入

り口に巨大なミエゾウがありますけれども、非常に扱いが、化石から、植物

から、虫から、鉱物から、民俗から、いろんなものが盛りだくさんで、特に

目玉というか、展示物だけで継続的に来館を呼び込めるようなものではない

んじゃないかなという不安を持っておりましたので、そういったことで実に

不安な面持ちでこの開館を待っていたわけでございます。 

 実はそんなこともございましたので、開館の前日に福井県の恐竜博物館へ

勉強しに参りました。福井県の恐竜博物館は三重県の博物館とは全然異なり

ますので、立地も違いますし、場所も違うし、コンセプトも違うし、そう

いった意味で比較をするということではないんですが、やはりあそこも開館

のときに70万人の来館があって、その翌年は一挙に約３分の１、23万人から

24万人に、その後ずっと数年間３分の１の来館で、ここ数年、恐竜博物館側

の御努力やら、社会情勢といいますか、恐竜ブームも手伝ってもとまで戻し

てきたといったようなことがございましたので、参考になることがあるん

じゃないかとお邪魔をいたしました。 

 恐竜博物館のことはまた後で触れることにいたしまして、非常にうれしい、

わずか１カ月半で10万人を超えて、当初の目標の22万人は今年度については

達成するんじゃないかなという思いもあるんですが、開館前にいろんな議会

の対応も含めて目標やら伺ってきておるんですが、１カ月半の実際の来館者

を迎えてその実体験に基づいた印象といいますか、決意というか、今後のこ

とについてまずお伺いをいたしたいと思います。よろしくお願いします。 

   〔髙沖芳寿環境生活部長登壇〕 

○環境生活部長（髙沖芳寿） 御質問をいただきました三重県総合博物館でご

ざいますけれども、この４月19日に開館をいたすまでに昨年度来いろいろと

議会のほうでも議論をいただきました。そして、また多大なる支援をいただ

きました結果、４月19日にオープンをしたわけでございますが、39日目で６

月１日に10万人を早くも突破したということで、非常にこれはもう皆様方の
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御支援によるものと深く感謝をしております。 

 今、議員がおっしゃっていただきましたように、この10万人というのが予

想外に早かったのではないかというようなことをおっしゃっていただくんだ

と思うんですけれども、これについてはあくまでも順調な滑り出しというふ

うに理解をしておりますので、今後さらにこれが引き続き頑張れるようにい

ろんな企画を考えていきたいということで、率直に今の時点では本当に感謝

の気持ちでいっぱいでございまして、しっかりとこの後引き続いてやってい

きたいという思いでございます。 

   〔12番 吉川 新議員登壇〕 

○12番（吉川 新） 実は１回目のときは、開館日ですからずっとつぶさに見

せていただきました。本当に関係者の方が御努力をされたので、強いことは

なかなか申しづらいんですが、見ていて展示物のほうから我々見ておるもの、

勉強を深めていこうと思っておるものに対して、展示物は、とまっているも

のですから語りかけてくれるわけはないんですが、その語りかけが非常に少

なかったんです。 

 ２回目に伺ったときに館長がミエゾウのお話をしてくれました。あれで中

型ぐらいですね。3.6メートルあるらしいですけれども、一般的にはもっと

大きいようです。ゾウは前足の踏んだ跡を後ろ足も踏むらしくて、そんな

ちょっとしたことを教えていただくとあのゾウが生き生きと語りかけてくれ

ます。アケボノゾウはもっと小さいんだとか、そういうお話も伺いました。

あのオオサンショウウオの水槽も移転されましたが、あれも移転については

コンクリートのあくか何かもうオオサンショウウオを移すには随分御苦労を

されたようです。ささいな話なんですが、そういった何かストーリーがある

と随分展示物から我々に語りかけてくれるものがあるのかなと、そんな思い

でございました。 

 恐竜博物館の入り口でびっくりしたんですが、エントランスの入ったとこ

ろにカブトガニの化石が数メーターの長さであるんです。カブトガニはほん

の小さいこれぐらいの化石なんですが、その残りは何か知りませんけれども、
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長い数メーターの化石の板なんです。これは何でこんなに小さいカブトガニ

に大きな化石が並んでいるのと、こういう話から見た人が感じるわけです。

まじまじとした模様がついておるんです。カブトガニの足跡の化石なんです。 

 それで、化石というのは雄と雌があるらしいです。カブトガニはちゃんと

表を向いていますので、足跡が膨らんでいるんですね。ということは本当の

化石のほうはひっくり返って死んでおったようです。それで足と尻尾の跡と

か、そういったストーリーに徐々に気づかせるような仕組みを持っておる。

なので、一番入り口にこれを展示したかったんだというようなお話もありま

した。そういった小さな事例でございますけれども、リピーターも非常に多

いんですが、リピーターの方の感想が常に新しい発見があると、こういうふ

うなことのようでございました。 

 それで、この間３回見せていただいて、これは本当に泥縄で大変だったん

だろうなと思ったんですが、写真展示、昔の写真も掲げてありましたが、い

つごろの写真で、どういった意図で展示されておるのかわからないとか、い

ろんな検索システムが置いてありまして中も見せていただきましたが、いろ

んな切り口で検索ができるようになっておるんですが、植物の説明にしまし

ても、古文書の説明にしましても詳しく拡大、縮小して見ることもできない

とか、植物なんかのところでいきますとインターネットで調べたほうがおも

しろく詳しく書いてありそうだなとか、それだけに担当者の方々がいかに仕

事に追いまくられてこの開館にこぎつけられたのかなというそんな思いを非

常に強めたわけでございます。 

 そして、本を読んだり勉強をするスペースもありますが、書籍のほうも博

物館ならではというような形ではございませんでした。来館者の御夫婦なん

かはやっぱりちょっと耳が不自由なので、音声説明が欲しいなと、そんなこ

とを言ってみえる方もございました。売店もこれから発展していくんでしょ

うけれども、御努力はわかるんですが、ちょっと間に合わせでどこかから買

い集められたような気もいたしました。 

 ２階の交流スペースについては見ていただきたいというよりは見せたい、
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報告したいというような意図が感じられました。子どもさん向けのパンフ

レットというのが見当たりませんでした。検索システムで中身を見ると、子

ども向けのページもあるんですが、中身は大人向けと一緒でございました。

検索の項目もそれぞれの分野で10個とか、14個とか、何とか開館に間に合わ

せて箱へ詰めやんならんなと。 

 私はそういったことで間に合わせのことについては今後の努力なんだろう

なと思うんですが、こうやって今開館ブームに沸いてたくさん来ていただい

ておるときにそういった資料を見て、何だ、これだけかという印象を持たれ

るのが非常に恐ろしい思いをしたわけです。 

 正直言いまして県史編さんがずっと続いております。余りにも時間がか

かって編さん中止の声も上がっておるようなことも聞いておりますけれども、

既に既刊の部分なんかも見やすい形で、あんなところでオープンにしたり、

あるいは博物館の外に埋蔵文化財センターとか、いろんな県の関係のデータ

といいますか、資料もたくさん持っておるわけですから、そんなことも内部

に、映像なりの展示になるんでしょうけれども、もし見るようにしたらもう

ちょっと中身が広がるんじゃないか。 

 いずれにしろ、自然系からそういう歴史物の全てをあれだけのスペースへ

入れるということ自身が難しいわけですから、ソフトというか、そちらで博

物館の充実を図るべきなんじゃないか。ですから、コンテンツをこれからど

うやって整備していくかというのが非常に大きな要素なのかなと思っており

ます。したがいまして、多分今回の博物館はこれからがスタートなのかなと

いう思いで見せていただきました。 

 多分内部を充実させていくのに知恵も予算もかかるんじゃないかなと思い

ますが、企画展示だとかいろんな講習会も年間で計画に上げられておって、

そちらにも期待をいたします。そういったところでとにかく地方の博物館が

どうあるべきかという視点で今後博物館を運営していただきたいなといった

思いでございまして、この辺について先ほどの10万人という数字は聞きまし

たが、中身の充実につきましても決意なり、具体的なことをお教えいただけ
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ればと思います。 

○環境生活部長（髙沖芳寿） 10万人という数値は確かに予想外といいますか、

たくさんの来館者に来ていただいたわけですけれども、おっしゃるように中

身でございます。中身については、まだ２カ月しかたっていないという状況

の中でいろんな御意見をいただいておりまして、アンケートをまず幾つか

とっております。これは基本展示室、それから企画展示室ともにそれぞれの

場所でアンケートをとっていまして、すぐできるもの、あるいはしばらく時

間がかかるものに分けてきちっと整理はしております。 

 それで、いろんな物理的な面という意味で施設整備をこういうふうにした

ほうがいい、もっと広くしたりとか、そういったことは難しいので、できる

ことの中で、例えば企画展であれば創意工夫を少しずつして、年６回の企画

展を行いますけれども、その中でできるものはやっていくし、基本展示の中

でも修正すべき点は、先ほど言われた文字が小さい、表示が小さい、見にく

いというようなものについてはきちっともうすぐ対応もさせてはいただいて

おります。 

 それと、三重県の博物館の特徴として、いわゆる交流スペースを広くとっ

ているというのが特徴でございますので、展示スペースが限られたスペース

になっておるという中で創意工夫をして、これからきちっとコンテンツも

しっかりと見きわめて展示をしていきたいというふうに思っております。 

   〔12番 吉川 新議員登壇〕 

○12番（吉川 新） 私も博物館におきまして入館者とか、入場料というか、

そちらには余り重きを置いていなくて、見に来た人がどれぐらい感動したか

とか、ある分野でもっと勉強したいという気になるとか、そういった物差し

が大事なんじゃないかなと思っております。今日の午前中もありましたよう

に何らかの指標が、入館者とかいう以外の本当の存在価値にかかわるような

指標、例えば10回以上のリピーターの数とか、あるいはよかったもんで友達

を連れてきてくれた再入場とか、そのような本当の意味での価値、ですから、

アンケートもそういった視点に基づいたアンケートをつくっていただきたい
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なと思います。 

 先ほどの福井県の話に戻りますと、やっぱりあそこは来館者の意向確認と

その分析を非常に熱心にされています。それから、メディア対策、メディア

戦略も非常に一生懸命頑張っておみえです。やはり北海道の旭山動物園の勉

強も大分されたようです。あの発想、展示ということに関して努力をされた

ようにも伺っております。そういった意味で正直いいスタートを切られまし

たので、これからどう育てるかという視点でしっかり頑張っていただきたい

なというふうに思っております。よろしくお願いします。 

 続きまして、もう４年間ずっと同じテーマを言っておりますが、障がい者

雇用についてお伺いをいたします。 

 先般の新聞報道で、ハローワークを経由した障がい者雇用が４年連続で過

去最高を記録したと。前年度比8.6％増えて1362件というような話で、全国

順位も22位だったというふうに報道されております。知事をはじめ関係者の

方々が一生懸命障がい者雇用については取り組んでいただいておることに敬

意を表し感謝をする次第でございますといいながら、４年連続で過去最高で、

全国中位ぐらいの成績を単年度単年度積み重ねてきておるのにもかかわらず、

何でまだワースト１位なのかなと。 

 去年も同じような話で、よそのほうが伸びが多かったという話と本社機能

が三重県には少ないんだと、この二つの答えがあったように覚えております

が、何か別の理由があるんじゃないかなと思っております。せっかく雇用さ

れたのに中途でミスマッチが、会社側の問題があるのか、本人さんの問題が

あるのか知りませんけど、途中でやめられる人が多いのかなとか、あるいは

福祉事業所と言われるような機能が三重県にはほかのところより多いのかな

とか、それゆえに福祉事業所と一般就労の制度上のギャップがあるわけです

から、そこら辺は三重県がそういう福祉事業所が発達しておるとすれば、そ

ういったことも原因かなと。 

 あるいはハローワークのメニューで特定就職困難者雇用の開発助成金が

あって、非常にありがたい助成金のようでございまして、それを経営という
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か、企業アドバイザーみたいな方がこうやってするともうかるよと、こうい

うような形で、本来障がい者雇用に必要な熱意だとか、そういう法令の義務

以外の物差しがちょっと悪用されておるんじゃないかなとか、いろいろ私な

りに想像しておるんですが、県当局としては４年連続いい成績にもかかわら

ず、まだ全国最下位におる理由をどのように分析しておみえなのかお伺いい

たします。 

 あわせて、昨年度は１万4000社の企業に実態調査をされたと聞いておりま

す。これには50人以下の企業もあると聞いておりますが、それらの結果も踏

まえまして御見解をお教えください。 

   〔廣田恵子雇用経済部長登壇〕 

○雇用経済部長（廣田恵子） それでは、なぜワーストかという推測でござい

ますが、御回答をお話しさせていただきたいと思います。 

 先ほど議員からお話がございました県内の職業紹介状況が前年度比で

8.6％増加し、４年連続増加、それから就職率が全国11位で５年連続増加、

なのになぜワーストかというお話でございますが、これは就職件数、就職率

が高い数値を示しながらも、障がい者実雇用率がそれほど伸びていない理由

として考えておりますのは、実は実雇用率の算定対象となる企業が50人以上

の規模の企業でございますので、そこへの就職割合、50人以上の規模の就職

割合が25％と低くなっていることが上げられるというふうに考えております。 

 それから、障がい者雇用実態調査の概要でございますが、これは平成25年

５月、従業員３人以上の県内約１万4000事業所を対象に実施しております。

回答数は6208事業所で、回答率は43.9％でございました。この中で障がい者

を雇用している事業所は1072事業所で、その割合は17.3％となっておりまし

て、約６社に１社の割合で障がい者を雇用していることとなっております。 

 この調査分析でございますけれども、企業が障がい者雇用を進める上で課

題というのは主に二つあるというふうに認識をしております。一つ目は、障

がい者雇用に当たって約８割の企業が社内に適当な仕事があるのかと回答し

てきております。それから、二つ目は障がい者雇用を進める上での必要なこ



－672－ 

とについて、約４社に１社の割合で企業内や取引先などの障がい者雇用の理

解が必要であると回答しております。このような調査結果が出ております。 

 以上でございます。 

   〔12番 吉川 新議員登壇〕 

○12番（吉川 新） ありがとうございました。 

 先ほどの50人以下は対象外ということでワーストの意味はわかりました。

ありがとうございます。 

 ハローワークといいますか、国の機関でお聞きしましても、やはりミス

マッチでやめられる人のデータというのはなかなか正確につかんでみえない

ようでございます。私自身は常々そこら辺の実態をよく分析する必要がある

のかなと思っておるんですが、その生のデータ自身が不足しておるというこ

ともございまして、この点については今後特別支援学校もそうなんですが、

関係者でそういった追跡にも力を入れていただいて、ミスマッチがあるとす

ればそこら辺の対応を考えていくことが非常に重要なんじゃないかなという

ふうに思っております。 

 いろんな障がい者施設を見せていただいたりしておるんですが、三重県の

企業の中でミルボンという会社がございますが、そこは七つ製造ラインを

持っておって、そのうち五つを障がい者に開放しておみえなんです。それは

雇用をしているんじゃないんですが、施設外事業所という形で福祉施設に一

括年間幾らかでお願いして、ですから、そこへ通ってみえる障がい者の方は

指導者もセットで、形は一般就労みたいな形でお金のほうも結構いいお金を

いただいて、会社の中へ入っておると会社のほうも効率化とかコスト削減の

ことをいろいろやられるんですが、その会社の中で仕事の切り出しを受託し

ておる福祉施設が、その切り出し作業もできるということで、非常に良好な

形なのかなというふうに思わせていただきました。 

 これは障がい者雇用の数には統計上されない。こういったことも障がい者

の居場所といいますか、働き場所という意味では非常に効果的で、Ｂ型とか

Ａ型の機能を持って、それで会社の中での施設外就労があって、そこでうま
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くいくと会社への雇用というふうにステップを踏まえた子どもたちの教育と

いいますか、やる気の醸成といいますか、それともう一つは、障がい者をお

持ちの親御さんなんかの意識が、うちの子はこれぐらいしかできやん、これ

ぐらいのところでやっておったらいいんやという障がいをお持ちの方の能力

を見切っておる要素があるんですが、同じ組織の中にそういう見る場、体験

する場があるとやる気も出るようでございまして、そんなことも一つの方法

論なのかなというふうに考えております。 

 福祉的事業所におきましては、Ａ型にしろ、Ｂ型にしろ、事業で上げた収

益は利用者に還元されて、会社といいますか、組織の運営は報酬費といいま

すか、そういった税金で賄われるわけです。裏返ししますと、障がい者自身

が経営資源になっておる。したがって、制度の趣旨でいきますと、本来一般

就労にする授産という意味でステップである機能が、ややもするとどうして

も仕組みからいくと、障がい者の方がうちの作業所におってほしいという囲

い込みの機能になるわけですから、そういったことも一般就労へのパイプと

いう意味でつながっていないのかなというふうに思っております。 

 そういった意味で、今回鈴木知事のほうも一昨年ぐらいから社会的事業所

という仕組みに非常に力を入れられまして、このたび平成26年度から制度を

つくって発足していただいた。早速複数の組織が手を挙げてというふうに

伺っております。一般就労と福祉的な就労とのちょうど中間に位置する制度

かなと思って大きな期待をしております。 

 また、企業のほうが、先ほど部長が言われましたように、やっぱり社内に

仕事があるのかとか、いろんな課題が企業側にお持ち、そういった企業の気

持ちはあってもなかなかよう雇わないところを非常にうまくやっている県の

組織として、何か埼玉県が障害者雇用サポートセンターというのをつくって、

これも当初は余り効果がなかったんですが、徐々になれてきて、最近は雇用

率でも年間0.01ずつぽっぽっと上がって順位も上がってきておるという事例

がございます。そんなことも含めて企業向けのワンストップの障がい者を

あっせんしたり、調整したりする機能があると進むのかなというふうな思い
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でございます。 

 いずれにしましても、障がい者雇用というのが、もう障がい者の方が個性

がそれぞればらばらなので難しいんです。難しい理由が随分並びまして、な

かなか進まない状況を危惧しております。そういった中で、このたびステッ

プアップカフェを整備されるということでございます。 

 これも非常に私は心配をしておるんです。仕様書には随分広大といいます

か、高邁なことが掲げていただいております。県民が障がい者と交流し、理

解を深める場、企業と障がい者との接点を増やし、障がい者が戦力になるこ

との理解を促進する場、障がい者が就職に向けてステップアップできる実践

的訓練の場、ブラッシュアップ等による障がい者就労支援事業所等の商品づ

くりへの支援の場、障がい者雇用支援機関と企業が互いにつながりをつくる

場、障がい者が活躍できる職域の拡大を推進する場というコンセプトを掲げ

てカフェをやろうと思われています。 

 先ほどちょっと作業所の仕組みを申し上げました。このカフェへ来られる

人たちはどういうところから来られるのか。作業所から来られるのか、特別

支援学校から来られるのか、どこから来られるのか。そこがちょっとわかり

づらいので教えてほしいんです。それで、来られたときに作業所におられる

方は経営者のほうは支援費を、その方のをもらうわけですから、今度のカ

フェはその仕組みの上では何か国からの助成がどういう形で入るのか。 

 それから、そういう企業とのマッチングの場といいますか、そういうのを

セットするのがどこでどんな、これは県の役割のように書いてございますが、

嘱託員を雇ってやっていくというふうに書かれておりますけれども、わずか

な人数でそういうことがちゃんと果たしてできるのかなといった意味で心配

をしております。この点についてちょっとお伺いいたします。 

   〔廣田恵子雇用経済部長登壇〕 

○雇用経済部長（廣田恵子） ステップアップカフェの取組におきましては、

今まで障がい者について関心がなかった人に関心を持ってもらうこと、それ

から企業関係者の方々に自分の会社で障がい者が働ける場所を見出していた
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だくことなどにより障がい者雇用への理解が進み、積極的な雇用へとつな

がっていくような流れをつくることを目指したいと考えています。 

 今、誰が集う場所かというお話がございましたが、それはもちろん特別支

援学校からの研修者でありますとか委託訓練を受ける者、それから一般には

先ほど申し上げましたように全県民というか、そこに来てくださる方を普通

に受け入れようというふうに思っておりますので、全県民というふうに御理

解いただきたいと思います。 

 それから、国からの助成があるのかという点につきましては、国からの運

営に対する助成はございませんで、国の地域人づくり事業という事業を活用

しまして嘱託の人とかを雇ってうまく運用していきたいというふうに考えて

おります。 

 それから、企業とのマッチングというお話でございますが、障がい者が企

業で定着し戦力になるための仕組みの強化、それから関係機関のネットワー

クづくりに向けては企業と支援機関との橋渡し、それから企業間、または企

業が現実に直面している課題等について情報交換をしたり、そういうことが

できるように仲介役を担っていきたいというふうに考えております。そのよ

うにして企業のマッチングを広げていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

   〔12番 吉川 新議員登壇〕 

○12番（吉川 新） ありがとうございました。 

 いずれにしましても、本当に大変な事業になって、しかも期限つきでござ

いますので、ぜひ頑張っていただきたいというだけでございます。よろしく

お願いを申し上げます。 

 次に行きます。オープンデータ、ビッグデータを活用する行政サービスに

ついてお伺いします。 

 ＩＴといいますと私も非常に苦手なんですが、最近の急速な発展には目を

見張るものがございます。ビッグデータというともう自分らのコンビニでの

買い物やら、いろんなネットで検索した内容やらが全部把握されておって、
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いろんなことに利用されるという話は便利やな、すごいなという話と恐ろし

いなという気持ちも持って観測させていただいております。2012年７月には、

政府におきましても電子行政オープンデータ戦略というのが決定されたよう

でございます。 

 三重県におきましても、ホームページでいろんなデータをオープンにして

おります。ホームページでオープンにしておるのがオープンデータとは言わ

ないようでございますけれども、あとＧＩＳのデータでＭ－ＧＩＳとか、

Ｍｉｅ Ｃｌｉｃｋ Ｍａｐｓというような形でサービスも提供しておると

伺っております。 

 こういった中で、先般鯖江市へ行ってまいりました。オープンデータ、

オープンガバナンスというのを標榜して、データシティ鯖江というのを標榜

して、ＩＴ人をパートナーにしてウエブ上で市民側がいろんなソフトをつく

られました。今もう既に80本ぐらいができたということでございます。市バ

スを待っているときに乗りたいバスが今どこを走っておるのかがスマホで見

られるとか、急いでおるときに最寄りの一番近くの公衆トイレがどこにある

かを見られるとか、あるいはＡＥＤが設置してある場所がどこにあるとか、

そんなようなソフトが市民の手でつくられております。 

 それで、鯖江市でうれしかったのがそういった話を予算ゼロでやっておる

んです。三重県でも県民意識調査のアンケートを毎年やられて、あの膨大な

量を県庁でいろんな縦横分析をされて整理をされております。あの量、あの

データを使って縦横分析、いろんな切り口の、役所の発想で、想定で何かを

分析するというんじゃなくて、あのデータをオープンにしたら変わった切り

口の結果も出てくるんじゃないかなと、そんな思いもしております。 

 先ほど博物館のところでも申し上げましたが、さきの三重県史であるとか、

埋蔵文化財センターだとかが持っておるたくさんのデータ、ああいったもの

も整理してオープンすると非常に役に立つ形に生かされるんじゃないかと。

市民が使いやすい、市民サービスが向上する。役所が本来いろんな分析を

使って次の戦略に使いたいような話を向こう側でやっていただければ、非常
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にコストが安く県政の方針というか戦略がつくれるんじゃないか。あるいは

データで民間側が民間の新しい起業であるとか何かにも使えるんじゃないか

と。役所が持っておる財産をオープンにすることだけで非常に効用が高い戦

略だと思っております。 

 こういったことの取組は鈴木知事のほうも非常に力を入れられると信じて

おりますが、現状の取組についてお伺いいたします。 

   〔廣田恵子雇用経済部長登壇〕 

○雇用経済部長（廣田恵子） オープンデータ、ビッグデータの活用について

の現在の取組について御答弁いたします。 

 県としましては、オープンデータ、ビッグデータを活用した新ビジネスの

創出について、県内外の37社、団体が参画した産学官の連携によるみえＩＣＴ

を活用した産業活性化推進協議会を平成25年７月に設立し、観光、健康、共

通基盤といったテーマごとにワーキンググループを設けて、参画企業からの

提案を受けながらビジネスモデルの検討を進めています。 

 例えば観光ワーキンググループでは、スマートフォンアプリなどを利用し

た災害時における屋内から屋外への避難誘導、それから観光客向けのサービ

スのビジネスモデルについて検討しています。健康ワーキンググループでは、

健康診断データなどを分析することで糖尿病など生活習慣病と診断されなが

らも治療を受けていない方や治療を中断している方を抽出し、受診の勧奨や

生活指導などのサービスを提供するビジネスモデルについて検討しておりま

す。 

 共通基盤ワーキンググループでは、観光、防災などの行政のオープンデー

タや交通量計測、気象情報などの各種センサーから収集されるリアルタイム

データなどを、誰もがビジネスに利活用できるための環境整備について検討

をしております。 

 以上でございます。 

   〔12番 吉川 新議員登壇〕 

○12番（吉川 新） 本当に県のホームページだけでも私が所要のデータを探
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そうと思うと大変なんですが、データの形も統一、読み取れる形にしていた

だきたいのと、何が入っておるか。これは雇用経済部の話じゃないかもわか

りませんが、何が入っておるのかがよくわかる形でオープンにしてほしい。 

 ＧＩＳのデータなんかも読み出すと、随分ダウンロードするのに時間がか

かる。だから、さくさくと利用できるような形、要するにワンストップ、そ

れからデータの形、スピード、そういったことを含めて、ホームページも含

めて、あと気をつけやなあかんのが個人情報だとかセキュリティーの問題、

制約を押さえた上で情報化といいますか、オープンデータの活用をして、安

くて便利な中身の濃い県政運営をしていただくようお願いいたしまして、こ

の項を終わります。 

 もう一つ、災害の防除ということで、最近は異常気象なのか、本当に大雨

が多くて、東紀州、紀伊半島の大水害の災害復旧といいますか、堆積土砂も

なかなかまだ取れていないというような状況でございますが、それを全部公

共で災害復旧なり河川の維持の予算で堆積土砂除去をやっておみえだと思い

ます。 

 今回去年から市町の意向を聞いて、優先順位をつけて計画的に堆積土砂の

撤去をやっていくというふうに伺っておりますが、本当に次の雨までにでき

るのかどうか、非常に心配でございます。この間も安倍政権も南海トラフの

対策の一つとして、やっぱり津波対策で海岸増強なんかの話も出ておりまし

て、砂利なんかのニーズは高まるんじゃないかなと、そんな思いもあります。 

 この件につきましては、昨年の総括質疑でも申し上げたんですけれども、

この辺について、計画的に市町で優先順位をつけていくというふうな話を

伺ってそれもできてきたということですが、その物差しの大きな要素で、一

つは非常に危ないところからやっていくという物差しはよく理解できます。 

 けど、もう一つの物差しで土捨て場といいますか、残土処分場があるかと

いうのが大きな物差し、優先順位をつけていく物差しになっておるんですが、

去年砂利屋さんが砂利採取という形で、費用も向こう持ちでお金ももらって

やっていくというのが理想的じゃないかと言ったら、品質がどうのこうのと
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かいうミスマッチもあってはかどらないという報告を聞いておりますが、そ

ういったことも踏まえて、何かこれをより効率的にするのに新しい踏み込み

なんかはされておるのかどうかをお伺いいたします。 

   〔土井英尚県土整備部長登壇〕 

○県土整備部長（土井英尚） 河川堆積土砂の撤去に関して２点ほど、箇所選

定と新しい手法ということでお答えさせていただきたいと思います。 

 河川堆積土砂の撤去につきましては、緊急かつ重要な課題として認識して

おりますが、しかしながら、要望箇所も多くあるということから、まず当該

年度の実施箇所、それと今後２年間の実施候補箇所について、関係市町と情

報共有、検討、意見交換する箇所選定の仕組みを構築させていただいて、昨

年度は松阪、伊賀、尾鷲の３建設事務所で試行したところでございます。 

 市町とともに撤去必要箇所の優先度について検討し、選定した撤去箇所の

情報を共有するということは有効であったと判断しており、今年度26年度か

らは全ての建設事務所で展開しているところでございます。今後も建設事務

所と市町との意見交換を行いながら、この仕組みの効果の検証を行いながら

さらなる充実を図っていきたいというのが１点でございます。 

 次に、砂利採取制度の活用でございますけれども、議員のおっしゃってい

ただきましたように、砂利の品質、それと採取場所と工場の距離が遠いと運

搬費用がかかるようなことから箇所が限られてくるということが問題になり

まして、そのために平成21年度から事前測量とか事前調査、それと採取箇所

のヨシ草、表土の撤去を県のほうでまず最初にやっておくというような制度。 

 そして、さらに平成26年度からは砂利採取の掘削範囲を、今までは水面よ

り上ということだったんですが、河床や護岸に影響のない水面の下まで可能

にする。それはきちっと安全性を確認の上で可能にするとか、県がまず掘削

をしておいて河川区域内に仮置きし、そしてその土砂を砂利組合がまとめて

取っていくというような仮置き採取、そのような手法を新たに導入して実施

できるようにしたところでございます。 

 今後も予算確保に努めるとともに、この砂利採取制度を活用して河川堆積
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土砂の撤去を進め、治水安全度の向上に努めていきたいと考えているところ

でございます。 

   〔12番 吉川 新議員登壇〕 

○12番（吉川 新） 堆積土砂を役所が河川敷内へ積み上げて置いておいたも

のを採取業者が買っていってくれると理解したらいいんですか。 

○県土整備部長（土井英尚） 基本的には表土も取ったりとか、内水面の漁業

組合との調整とかを県でやるということで、事前に取って山置きしておいて

ということでございます。 

   〔12番 吉川 新議員登壇〕 

○12番（吉川 新） 非常に今までの仕組みよりは画期的に進むんじゃないか

なというふうに想定いたします。ぜひそういった手法で公が担う部分じゃな

くて、民間が喜んで使える形で進めていただきたいなと思います。 

 最後に、これも昨年ちょっとお聞きしたんですが、港湾なんかにある陸閘

といいますか、防潮扉、これの整備がなかなか進んでいないんですが、それ

でまた地元の方々からは、津波が来て分、秒を争うときに誰がその扉を閉め

に行ってくれるんやという不安も上がっております。今、県のほうでは去年

も今年も何億円もかけて新しい機能の整備、これも大事なことですが、進め

ておみえなんですが、私は既にある機能を災害のときに生かせる整備を進め

れば、多くの設備が比較的安くてできるんじゃないかなと思っておるんです

が、この辺についてお考えをお願いいたします。 

   〔土井英尚県土整備部長登壇〕 

○県土整備部長（土井英尚） 陸閘の遠隔操作化というようなことで、港湾、

海岸の利用実態とか、背後住民の避難に要する時間とか、利用者の避難状況

や、一番問題なのは閉鎖時に安全に閉められるか。中に閉じ込められたよう

な人がいないという確認、こういうようなことが一番問題だと思っています

が、それらを総合的に勘案しながら検討、実施、五ケ所港ではやっていると

かいう事例もございます。 

 それで、また本年６月４日に海岸法が改正され。 
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○副議長（奥野英介） 答弁は簡潔にお願いします。 

○県土整備部長（土井英尚） 高潮の際に現場の操作員が安全に操作できる、

そのようなことも配慮しろというようなこともあります。そういうことから

鋭意検討して実施してまいりたいと考えております。 

○副議長（奥野英介） 申し合わせの時間が参っておりますので、速やかにお

願いします。 

   〔12番 吉川 新議員登壇〕 

○12番（吉川 新） ありがとうございました。 

 そうした制約をツールにして住民説明もすることで防災意識も上げて、安

上がりにできる整備方法があるんじゃないかと思いますので、よろしくお願

いいたします。どうもありがとうございました。（拍手） 

○副議長（奥野英介） 34番 中嶋年規議員。 

   〔34番 中嶋年規議員登壇・拍手〕 

○34番（中嶋年規） 志摩市選出、自民みらいの中嶋年規でございます。私か

らも、冒頭、桂宮宜仁親王殿下の御逝去に際しまして心から哀悼の意を申し

上げたいというふうに思います。 

 さて、平成23年５月から任期をいただいております我々議員とそれと知事

は最終年を迎えたわけでございます。最終年の多分今回私は最後の一般質問

になろうかと思います。実はこの一般質問はどのタイミングでしようかと

ずっと悩んでおって、去年から、９月か12月ぐらいに鈴木英敬知事は次の知

事選に出るんですかというふうなことをお尋ねしたいなと思いながら準備を

進めておったんですが、よくよく日付を見て考えたら今日がいいなというこ

とで、今日質問に立たせていただいております。 

 実は今日というのは奥野英介副議長が、私の伊勢高校の大先輩であります

が、奥野副議長が初めて議長席にお座りになると同時に、今日はお誕生日と

いうことでございまして、幾つかというのは申し上げませんが、お誕生日お

めでとうございます。そんな記念の日でございますので、今日質問をさせて

いただこうと思います。奥野副議長が議場にいないとやじが少なくてちょっ
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と議場が寂しいんですけれども、その分私が元気を出していきますので、執

行部の皆さんも元気にお答えをお願いしたいというふうに思います。 

 では、通告に従いまして、まず１項目めでございますが、スポーツによる

元気な三重づくりということで御質問をさせていただきたいというふうに思

います。 

 平成26年度中に三重県スポーツ推進条例（仮称）というものを制定する方

向で検討を進めていただいております。その理念は、県民力を結集したス

ポーツによる元気な三重づくりということでございます。スポーツといいま

すと今週末、日本時間の６月13日から始まります2014ＦＩＦＡワールドカッ

プ・ブラジル大会がございます。我が日本代表も６月15日の日曜日、10時

キックオフ、対コートジボワール戦があるわけでございまして、本県からも

名張市出身の山口螢選手が日本代表に選出をされておりまして、ここ最近の

活躍を見ますとレギュラーとしての出場も期待されるところであります。 

 そこで、まず知事にもうすぐ始まりますＦＩＦＡワールドカップ・ブラジ

ル大会に向けて、サッカー日本代表、特に山口螢選手への知事からのエール

をお願いしたいと思います。お願いいたします。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） ＦＩＦＡワールドカップ・ブラジル大会に向けて、日本

代表と山口螢選手へのエールということでございます。 

 ザッケローニ監督率います日本代表チームは強化試合も５連勝と勢いもあ

りますので、十分な調整を行っていただき、グループリーグを勝ち進んで、

前回の南アフリカ大会の成績を上回るベスト８以上を目指して戦い抜き、国

民の皆さんに夢と感動を届け、日本中を興奮のるつぼとしていただきたい、

そのように思っておるところであります。 

 あわせて、本県出身の山口螢選手もチームの中心選手として出場されるこ

とが予定されております。山口選手は運動量を生かした守備に加え、ゴール

前への鋭い飛び出しをプレーの持ち味とし、冷静かつ闘争心を前面に出して

戦う姿は本県の子どもたちにとって憧れであり、多くの県民に勇気を与えて
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おります。ぜひ2014ＦＩＦＡワールドカップ・ブラジル大会におきましては

ベストコンディションで、これまで御自身が築いてこられたプレースタイル

を貫き、日本代表の勝利に貢献されることを期待しています。私も県民の皆

さんとともに、ブラジルまで声が届くぐらいにしっかりと応援をしていきた

いと思います。 

   〔34番 中嶋年規議員登壇〕 

○34番（中嶋年規） 非常に心強い、また地球の裏側に届くような熱のこもっ

た答弁をエールをいただきましてありがとうございます。私どもの地域のほ

うでも伊勢志摩フットボールクラブというのがあるんですが、その皆さんと

一緒にパブリックビューイングの企画もありますので、ぜひ多くの県民の皆

さんが、山口螢選手はもちろんのこと、日本代表の応援をしていただきたい

なと思う一人でございます。 

 それでは、スポーツによる元気な三重づくりの話を続けていくんですけれ

ども、先ほど申し上げたような国際的な大会というのももちろんですけれど

も、平成30年に控えておる三重県を中心としたインターハイの開催、それか

ら平成33年の三重国体、ここら辺をターゲットに三重県としての様々なス

ポーツ環境の整備であるとか、人材の育成だとか、そういうことに取り組ん

でいくことになっておるわけでございますが、その中間にあります東京オリ

ンピック・パラリンピック、東京オリンピックは2020年７月24日から８月９

日、パラリンピックは８月25日から９月６日ともう日程も決まっておるとこ

ろでございますけれども、三重県としてもこの東京オリンピック・パラリン

ピックに関して事前キャンプの誘致、これをする方針というのもお示しいた

だいておるところでございます。 

 昨年９月24日の青木謙順議員への答弁でも、事前キャンプの誘致よって地

域経済の成長や人と人、地域と地域とのきずなづくりが進み、地域の活性化

がもたらされることが期待されるというふうなことで取組を進めていただい

ているところだと思うんですが、そこでお尋ねしますけれども、この2020年

東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプの誘致に向けた取組の進捗
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状況をお聞きすると同時に、今後県内の競技スポーツ団体や三重国体で同種

目の競技会場となるようなキャンプ地となりやすい、なり得る市町との連携

だとか、県民を含めたチーム三重での誘致活動を今後どのように展開してい

くのか、お考えをお聞かせいただきたいと思います。お願いいたします。 

○地域連携部スポーツ推進局長（世古 定） 昨年の12月24日にキャンプ地誘

致の推進本部、これは知事が本部長でございますけれども、県庁内に組織を

立ち上げております。 

 それで、現在の取組の状況でございますけれども、１月に県内市町の意向

調査、これを実施しております。それから、３月には第１回目の市町等連絡

調整会議、これを開催いたしまして、キャンプ地誘致に向けたスケジュール

等をお示しして情報の共有を図っているところでございます。 

 それで、県内の状況でございますけれども、今誘致を表明しておりますの

は桑名市でございます。桑名市につきましては、岐阜県の海津市とそれから

愛知県の愛西市、ここと連携をいたしましてボート競技、この誘致を表明し

ております。あとほかにも意向調査などを踏まえまして、誘致の可能性のあ

る県内市町、それから競技団体、こういったところとも調整を進めていると

ころでございます。 

 それと、今後の取組でございますけれども、県といたしましては誘致の可

能性のある市町、それから競技団体と連携をいたしまして、東京オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会組織委員会、それから中央競技団体、そういっ

たところから情報収集を行いまして、経費、施設、スタッフ等の諸条件、こ

ういったものをクリアしていく中で誘致の表明ができるように進めてまいり

たいと思っております。 

 それから、議員のほうからも御指摘がありましたように、事前キャンプ地

誘致というのは本県のスポーツ推進には絶好の機会であり、地域の活性化に

もつながると思っておりますので、国民体育大会における競技種目の会場地

との関連も十分に考慮しながら進めるとともに、市町及び競技団体との連携

を図ってまいりたいと思っております。 
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 あわせまして、ホームページでありますとか、メディアを活用するなどの

広報活動を充実させまして、多くの県民の皆さんにキャンプ地誘致に関心を

持っていただくというふうなことで、県民力を結集した活動につなげてまい

りたいと考えております。 

   〔34番 中嶋年規議員登壇〕 

○34番（中嶋年規） 今、桑名市のほうが近隣県の市町とともにボート競技の

誘致についての手を挙げていらっしゃるということでございまして、ぜひと

も桑名市の取組を支援していただきたいと思いますし、ほかの市町において

もこういった手を挙げていただく市町をどんどん増やしていただきたいなと。

本当にチーム三重で事前キャンプ地の誘致を図っていただきたいというふう

に思います。 

 やっぱり事前キャンプ地が来ていただいて、そこで一流アスリートの競技

を見ていただく、またふれあっていただくという中で、先ほど知事が山口螢

選手へのエールでおっしゃられたように、地域の子どもたちもすごく夢を持

てると思いますし、我々自身も元気をもらえる。そういう意味では、事前

キャンプ地というのは目に見えない部分の効果、経済的効果はよくはかられ

るところでありますが、目に見えないところの効果というものも非常にあろ

うかと思いますので、ぜひとも絶好の機会とおっしゃられたとおり、この事

前キャンプ地の誘致につきましてはさらに力を入れていただきたいなと思う

次第であります。 

 それに悪乗りするわけではないんですけれども、もう一つありまして、愛

知県の話なんですが、愛知県では東京オリンピック・パラリンピック開催等

の相乗効果を狙って、同じ2020年の秋に開催予定のＦＩＦＡフットサルワー

ルドカップ2020の招致を図るために、先月５月23日に招致活動のための500

万円の補正予算を全会一致で可決したというふうに聞いておるところでござ

います。そこで、我が県としても愛知県と連携しつつ、愛知県から会場を

とってくるという意味ではないんですが、連携をしながらＦＩＦＡフットサ

ルワールドカップ2020の招致並びに事前キャンプの誘致に取り組んではどう
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かと思いますが、いかがでしょうか。 

○地域連携部スポーツ推進局長（世古 定） 愛知県が招致を表明しておりま

すＦＩＦＡフットサルワールドカップの関係でございますけれども、この招

致を表明している平成32年、今御指摘がありましたように東京オリンピッ

ク・パラリンピックの開催の年でございます。これは本県におきましては翌

年に開催される国民体育大会の前年ということで、取組の最終の仕上げの年

というふうなことでございます。 

 それで、こういった中で、ＦＩＦＡフットサルワールドカップ2020の招致

並びに事前キャンプ地の誘致につきましては、今後三重県サッカー協会等関

係団体、あるいは市町の意向も確認しながら、日本サッカー協会であります

とか、愛知県の動向を注視していく必要があるというふうに考えております。 

 なお、正式に愛知県での開催が決定されれば、隣県でございますので、隣

県での大きなスポーツイベントの開催となり、平成33年の国民体育大会の本

県開催もあることから、それも踏まえましてスポーツを通した地域の活性化

につながるよう総合的に取り組ませてもらいたいと思っております。 

   〔34番 中嶋年規議員登壇〕 

○34番（中嶋年規） 聞くところによりますと、今愛知県しか手を挙げていな

いということでございますので、ぜひとも決まった暁にはというのでは

ちょっと遅いので、もう今からでも心の準備も含めて、ぜひともこの東京オ

リンピック・パラリンピックの事前誘致とともに市町のほうと協力しながら

御検討賜りたいというふうに思います。 

 日本生産性本部余暇創研というところの調べによりますと、フットサルの

人口というのは全国で370万人いらっしゃるそうなんです。それがここ３年

の間に90万人、もう100万人近く増えているという意味においては、これか

らフットサル人口というのが増えていくその傾向が見られるということでも

ございますので、ぜひともそういった観点も含めて、フットサルワールド

カップについても、オリンピック、パラリンピック同様力強く取り組んでい

ただきたいと思う次第でございます。よろしくお願いします。 
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 それでは、２項目めの質問に移らせていただきます。２項目めは公共交通

のことについてでございます。 

 生活交通の維持確保、それからリニア中央新幹線だとか高速道路の整備の

進展などの新たな動向を踏まえて、安全、快適で利便性の高い交通基盤の確

立を目指し、20年後の平成46年を目標年次とする本県の交通に関する総合的

な政策の方向性としまして、三重県総合交通ビジョンというのを、昨年度か

ら本年度２カ年をかけて民間の有識者などで構成されるビジョン策定懇話会

を設置し、議論を進めていただいております。 

 こうした中、国においては、交通政策に関する基本的な理念と施策の総合

的、計画的な推進を図るため、交通政策基本法というのが平成25年12月４日

に施行されました。こちらにちょっとその説明をつくらせていただきました。

（パネルを示す）交通に関する課題として、過疎化が進む地域における生活

交通の確保であったりだとか、国際的な人流、物流のネットワークを充実さ

せること、巨大災害への備えを万全なものとすることというふうな交通に関

する課題に対して、交通政策基本計画というものを策定、そして実行するこ

とで政府が一丸となって対応していく。それによって国民生活の安定向上、

国民経済の健全な発展を実現していくと、こういったコンセプトの法律であ

ります。 

 あわせて、この計画を今つくっているわけですけれども、交通政策基本計

画というのは平成26年11月までに策定する方向で今議論を国のほうでされて

おるようでございます。あわせて、この計画が実効性あるものとなるために、

民間事業者や自治体向けに財政、法制度上の支援措置を整備するというふう

にも聞いておるところであります。 

 さっき申し上げましたように、国のほうの計画はこの11月にでき上がる。

一方で、本県の総合交通ビジョンの進捗でありますが、９月に中間案の公表

とパブリックコメント、12月に最終案の取りまとめのスケジュールで進めて

いただいておると聞いております。 

 そこでお尋ねですけれども、国が交通政策基本法に基づき策定を進めてお
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ります交通政策基本計画や、それに伴い今後示される予定の国の支援策を我

が県の三重県総合交通ビジョンに十分反映させることは可能なんでしょうか。

お尋ねしたいというふうに思います。 

   〔水谷一秀地域連携部長登壇〕 

○地域連携部長（水谷一秀） 三重県総合交通ビジョンにつきましては、今月

に素案を常任委員会にお示しし、御検討いただくこととしており、策定懇話

会の開催、関係部局や市町への意見照会、さらにはパブリックコメントなど、

広く県民からも意見を聞き取りながら整理し、年度末に公表したいと考えて

おります。 

 国の交通政策基本計画につきましては、先ほど議員のほうからも説明がご

ざいましたが、今後積極的に情報収集に努め、国では９月に中間取りまとめ

案を予定、11月に答申案を予定しておりますので、そういった内容を鑑み、

三重県総合交通ビジョンに反映していきたいと考えます。 

 以上でございます。 

   〔34番 中嶋年規議員登壇〕 

○34番（中嶋年規） この地方分権の時代でございますので、何もかも国の政

策に合わせる必要はないとは思うんですが、やはり国の政策との整合性とか

を求められる部分もあろうかと思いますので、ぜひとも十分に注視しながら

県の交通ビジョンと国の交通基本計画のほうでそごが生じないように御注意

いただきたいというふうに思います。 

 この交通政策基本法なんですが、この第16条にこういうことが書いてあり

ます。通勤、通学、通院など、日常生活に必要不可欠な交通手段について、

離島を代表とする地域の実情に合った方法を確保する。これを国の責務とし

て明記しております。この点に関して、現在議論されております三重県総合

交通ビジョンの基本方針案では、地域ぐるみでの地域公共交通の維持・確保

という欄でこれに対応したことが書かれておると思っております。 

 ちょっとこれを読ませてもらいます。長いですけれども、地域における生

活交通の維持・確保のため、これまでのような交通事業者による路線バスや
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鉄道の維持、市町のコミュニティバスによる維持ではなく、県民、ＮＰＯ、

アクティブ・シチズン、企業、交通事業者、国、県、市町がそれぞれの地域

コミュニティで適切な役割分担を果たしながら、生きがいを持ちながら定住

できる地域公共交通の維持・確保を図りますと、こう掲げてあります。今は

案です。何が書いてあるかようわかりません、はっきり申し上げて。どうも

曖昧模糊としていて何をするのか、何をしていこうとしているのか、県は一

体何をするのか、これが私には読めないところであります。 

 私からお尋ねするのは、先ほど申し上げましたようなところを捉えても、

三重県総合交通ビジョン基本方針案における公共交通の維持確保に対する県

の取組、これはちょっと消極的ではないかと思われますが、いかがでしょう

か。 

 また、六つの有人離島を有する本県であるにもかかわらず、離島航路の確

保であったりだとか、伊勢湾フェリーやセントレアとなぎさまちを結ぶ津エ

アポートラインといった船舶を利用した交通手段に関する記述が、現在検討

されております基本方針案には私は見つけることができませんでした。そこ

で離島航路の確保であるとか、伊勢湾フェリーや津エアポートラインの活用

など、船舶交通に関する取組も基本方針に盛り込むべきではないかと思いま

すが、いかがでしょうか。御答弁をお願いします。 

○地域連携部長（水谷一秀） 公共交通につきましては、自動車、自家用車へ

の過度な依存が進むことに伴う利用者の減少により、交通不便地域や公共交

通空白地域が生じるなど、地域によっては交通の基本的な機能が損なわれつ

つあると認識しております。また、船舶交通につきましても、離島へのアク

セス、県外への重要な移動手段であり、さらには中部国際空港へのアクセス

交通として大きな役割を担うものと考えております。 

 これらの交通手段の維持確保は県としましても大きな課題として受けとめ

ておりますので、今後三重県総合交通ビジョンの策定を進める中で、いただ

いた御意見を踏まえて基本方針への反映を検討させていただきます。 

 以上でございます。 
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   〔34番 中嶋年規議員登壇〕 

○34番（中嶋年規） ぜひともその方向でお願いをしたいというふうに思いま

す。財政が厳しくなってきてから、特にまた市町と県は対等強力なパート

ナーシップだというふうな名目のもと、県がその地域の公共交通に関する維

持確保について、市町を超えた広域でなければならないという原則はわかる

んですが、どうもその部分を中心とし過ぎて、県の役割というものがどんど

ん小さくなってきているような感じをしております。これは去年、おととし

に始まった話ではなくて、ここ５年、10年ぐらいのタームでどんどん県とし

ての役割が縮小してきているのではないかなというふうに思います。 

 何もかも県が持ってくれということは申しません、もちろん。だけれども、

県としてもここまでやるんだから地元のほうでもこうやってやってくれよと

いうぐらいのリーダーシップというか、そういうイニシアチブを持っていた

だきたいというふうに思う次第でございまして、ぜひともこれからの三重県

総合交通ビジョンの検討に当たっては充実したものになりますよう期待して

おりますので、頑張っていただきたいというふうに思います。 

 それでは、３項目めの質問に移らせていただきます。県立志摩病院のこと

につきまして、病院事業庁を中心にお尋ねをしたいというふうに思っており

ます。 

 平成24年４月１日から県立志摩病院に指定管理者制度が導入されました。

この平成26年度で３年目を迎えました。最近の経営状況等についてちょっと

まとめてみましたので、ごらんいただきたいと思います。 

 （パネルを示す）これは上の段が医師数でございます。医師数の内訳、こ

の赤のラインがこのうちの内科医の数、青のラインが外科医の数、ここのラ

インが、ここから下になるのが経常赤字、上にあるのが経常黒字、ここは小

さいんですけど、年度が入っています。今指しているここ、平成26年度の予

算です。この赤いところから指定管理者制度が始まっておるということでご

ざいまして、医師数が底をついた22名、平成23年でございます。このときに

経常赤字は12億2500万円ほどございました。 
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 平成26年のここの見込みでございますが、医師数につきましては内科系の

増員を中心に32名、そして経常赤字は約３億8200万円へと一番最悪のときか

ら比べると３分の１ぐらいまで改善をしてきておるということでございます。

志摩病院の経営に関しまして地域医療振興協会が受けていただいておるわけ

でございますが、非常に努力をしていただいたその成果が出てきておるのか

なということで高く評価をしたいというふうに思っております。 

 この指定管理者制度の導入については、この議会でも多くの議論がござい

ました。平成22年の２月でしたけれども、このときは一番ピークだったのか

なと思っておるんですが、一般質問だとか関連質問、この際に野呂昭彦前知

事は、志摩病院の指定管理に関しまして設置者として責任を持って再生を図

ると答弁をしていただいております。また、そうした上で、県南部の僻地医

療体制に貢献できるような全国から注目されるような病院にぜひしていきた

い、あるいは指定管理者制度による委託をやることによって、病院の全く新

しい魅力を売り出していくことができるのではないかといった期待と希望に

満ちあふれた言葉を当時おっしゃったわけでございます。 

 そこで、知事にお伺いします。指定管理者制度導入から３年目を迎える今

日までの県立志摩病院の運営につきまして、設置者である知事の評価と今後

の展望、期待についておっしゃっていただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 志摩病院の運営について、設置者である私の評価と今後

の展望、期待ということでございます。 

 指定管理を開始しまして２年余りが経過する中で、病院の機能は順調に回

復している状況にあると認識しております。具体的には先ほど議員からもグ

ラフでお示しいただきましたが、診療体制において常勤医師の配置数が指定

管理開始前の平成24年３月における21名から現在は32名と大幅に増員されて

います。これは内科及び救急総合診療科を中心とした医師確保や不在となっ

ていた小児科及び皮膚科の常勤医師を配置したことなどによるもので、診療
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体制の充実が図られています。 

 また、入院診療についても休棟していた病棟を再開し、一般病床の運用数

も117床から147床に拡大するなど充実が図られています。さらに救急医療に

つきましては、救急総合診療科により幅広い疾患の受け入れを行うとともに、

内科系救急の受け入れ時間帯を拡大してきており、本年６月からは土日、祝

日を含む全日にわたって準夜間帯の時間帯、17時から22時半ですけれども、

の受け入れ体制をとるなど、一層の拡充が図られたところです。こうした取

組が入院患者数や外来患者数、救急患者の受け入れ数の増加にもつながって

きており、全体としては順調に病院機能の回復が図られているものと評価し

ているところであります。 

 一方、後ほど議員からも御指摘があろうかと思われますが、常勤医師の配

置がない診療科がいまだ複数あることや、24時間365日の救急医療体制を整

備するまでには至っていないことなど、志摩地域の医療ニーズに的確に応え

ていくためには課題も残っているものと考えております。 

 県立志摩病院が志摩地域の中核的な医療機関としての役割を担っていくに

は、こうした課題を解消し、診療体制の一層の回復、充実が必要となります。

このため、指定管理者と病院事業庁が連携しつつ、関係機関とも十分に調整

しながら、各診療科の常勤医師の配置や救急医療体制の整備などについて、

可能な限り早期に実現することで志摩地域の医療が一層充実していけばと考

えているところでございます。 

   〔34番 中嶋年規議員登壇〕 

○34番（中嶋年規） 知事、もう一言お尋ねしたいんですが、前野呂知事は全

国から注目されるような病院にぜひしていきたいというぐらいの思いを込め

て指定管理者制度という決断をしていただきました。そのことに今の鈴木知

事も変わりはないという確認をさせていただきたいんですが、お願いいたし

ます。 

○知事（鈴木英敬） 基本的に基本姿勢は変わりません。しかしながら、全国

にというところの前に、やはり協定でお約束した、お示ししたことを実現す
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るということが責務だと思っておりますので、それに向けてしっかり頑張り

ます。 

   〔34番 中嶋年規議員登壇〕 

○34番（中嶋年規） ありがとうございます。 

 では、その基本協定書に書かれておる内容が今どこまで進んでおるのかと

いうことについて、病院事業庁長に確認をさせていただきたいと思います。

既に知事が御答弁いただいた中でも幾つかありますけれども、重ねての答弁

で結構でございますので、お願いしたいというふうに思います。 

 全ての内容をここでお尋ねするというわけではなくて、４点に絞ってお尋

ねしたいと思います。まず一つ目、（パネルを示す）基本協定書に書かれて

おります基本的な医療機能として、指定管理開始３年目の平成26年度におい

ては14診療科あるわけですが、各診療科に常勤医師等を配置し、事業計画書

等に記載した治療を実施するために必要な医師を確保するとしております。

循環器科、脳神経外科、産婦人科、耳鼻咽喉科、神経内科、この５診療科に

ついては常勤医師が不在だと思われますけれども、この確保の見通しについ

てお尋ねしたいというふうに思います。 

 それともう一つ、二つ目ですね。（パネルを示す）ここは小児科、産婦人

科の件でございます。小児科及び産婦人科の入院診療体制は指定管理運用開

始から３年後、平成27年度以降になるんですかね。この３年後を目標に常勤

医師の確保に努める。それから、小児医療、周産期医療については、外来診

療機能の回復を進めるとともに、平成26年度までに常勤医師をそれぞれ１名

配置し、その上で地域の医療関係機関等との調整を行いながら、入院診療機

能の回復に努めるとしております。この実現可能性について、この２点をま

ずお尋ねしたいと思います。お願いいたします。 

   〔大林 清病院事業庁長登壇〕 

○病院事業庁長（大林 清） それでは、県立志摩病院の今の状況について、

質問いただいた点に答弁させていただきます。 

 まず、常勤医師の状況でございます。どういうふうに確保しているかとい
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うことにつきましては、指定管理者である地域医療振興協会による独自の採

用でありますとか、またその協会が運営するほかの病院からの異動、そして

もう一つは三重大学から派遣をいただいてということで確保しておる状況で

ございます。 

 先ほど知事からも答弁していただきましたように、常勤医師の数そのもの

は32名と大幅に充実をしてきておるところでございますけれども、議員のほ

うから御指摘がありました循環器科、脳神経外科、産婦人科など、依然とし

て確保できていない診療科、あるいはまた定年退職によって欠員のままとい

う状況の診療科もあります。こうした診療科につきましては、現在非常勤医

師による外来診療については対応しておるところでございますけれども、常

勤医師は不在という状況になっております。 

 このため、指定管理者に対しましては病院事業庁のほうからも常勤医師が

未配置の診療科においては現在の患者数の状況、あるいは地域の医療ニーズ

を踏まえながら一層確保してくださいという努力の申し入れをしております

し、また病院事業庁といたしましてもやはり三重大学のほうに医師の派遣要

請につきまして指定管理者とともに継続して行っておりまして、そうした努

力をすることによりまして、先ほどの診療科等々の常勤医師の早期の確保充

実を図っていきたいというふうに思っておるところでございます。 

 それと、小児医療についての御質問でございますけれども、これにつきま

しては平成24年８月に常勤医師の配置ができまして、外来診療機能の回復が

図られたところでございますが、今年度小児科医師と総合診療医の連携によ

りまして段階的に入院診療機能の回復ができるように努力をしていきたいな

というふうに思っております。 

 それと、周産期につきましても常勤医師がおりません。ここのところにつ

きましても指定管理者に強く要請をしておるところでございますけれども、

まず今年度は助産師外来の拡充を図った上で、地域の方々にアピールもしな

がら体制の段階的な回復を目指していきたいなというふうに思っております。 

 以上です。 
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   〔34番 中嶋年規議員登壇〕 

○34番（中嶋年規） 大林庁長、えらい失礼いたしました。副議長にも失礼い

たしました。私が走ってしまったら大林庁長も走ってしまって次の質問の答

えを言いそうになったという裏話でございますが、ありがとうございます。 

 非常に努力していただいているのは評価させていただくところであります。

ただ、やはり循環器科だとか、脳神経外科医だとか、本当に専門医の方の確

保ということが非常に地域医療振興協会内だけでも難しい。やはり三重大学

に頼らざるを得ない部分が非常にあろうかというふうに思っています。 

 本当に冗談みたいな話で私も言わざるを得ないんですが、地域の皆さんに

病院の話をするときに、とにかく今は脳卒中だとか、心筋梗塞とか、なった

らあきませんよと。ならんようにしてくださいと。なっても助かりませんか

らと言わざるを得ない。こういう状況を克服するために総合診療科、救急の

体制整備の中でも、特に専門医の配置というものが非常に重要になってこよ

うかと思います。とはいうものの、診療科目間の偏在、専門医の確保という

のはもう本当に全国的な大きな課題だというふうに認識をしております。 

 また、周産期医療のことについても、これは指定管理者制度の協定を結ぶ

前の募集要件の中で、周産期医療というのが最後に入り込んできたわけでご

ざいますが、これも非常に高いハードルだなということを前提としながら私

も思っておったところでございまして、これについても努力していただいて

いるのはよくわかりますが、やはり医師の偏在であったりだとか、特に先ほ

ど申しました診療科目間の偏在ということで専門医の確保というのは大きな

課題というふうに思っております。 

 先ほど大林庁長のほうから、病院事業庁も指定管理者を受けておる地域医

療振興協会ともども専門医の確保に努力をいただいておるというところでご

ざいますが、県として、県の医療対策として、県立志摩病院の専門医確保に

向けた取組を佐々木医療対策局長に、自席からで申しわけございませんが、

初めての御答弁をお願いしたいと思います。 

○健康福祉部医療対策局長（佐々木孝治） 専門医確保に関します県の取組に
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ついてのお尋ねに対してお答え申し上げます。 

 御承知のように、現在国におきましては、実は新しい専門医制度の仕組み

づくりに向けて取組が進められているところでございまして、このような流

れを踏まえまして当県としましても一昨年度三重県地域医療支援センターを

設置したわけでございますが、この地域医療支援センターの中で新しい制度

の状況も念頭に置きながら、17の基本となる診療領域につきまして後期臨床

研修プログラム、これを作成したところでございます。 

 このプログラムは何かといいますと、今申し上げた専門医資格、これを取

得しながら県内の医療機関、この中には県立志摩病院のように地域の拠点と

なる医療機関も想定されているわけでございますけれども、こちらをロー

テーションしていただくということを念頭に置いているものでございまして、

三重県としましては今後このプログラムを活用させていただきながら、三重

大学、それから関係の医療機関とも連携しながら、当然新制度の動向も踏ま

えながら、県内における若手医師のキャリア形成、これを支援してまいると

ともに、こういったお医者さんの県内定着を図ることにつなげてまいりたい

と考えております。 

 以上です。 

   〔34番 中嶋年規議員登壇〕 

○34番（中嶋年規） 想定の範囲内のお答えだったので、特に地域医療支援セ

ンターについてはこれからが本当に勝負、本当に機能するかどうかというと

ころが勝負だと思っておりますので、しっかりと私も注視させていただきた

いと思いますので、県としても病院事業庁、地域医療振興協会ともども、も

ちろん志摩病院だけではなく、三重県内の医師確保について努力をしていた

だきたいということを改めてお願いしておきたいと思います。 

 では、次の協定書の内容についての質問に入らせてもらいます。救急医療

です。 

 （パネルを示す）救急医療の確保については、平成26年度以降の24時間

365日体制の整備を目標とする、また診療時間外の救急外来については指定
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管理開始後３年、平成26年度ということでございますが、３年を目指して内

科系、外科系それぞれ１名の医師を配置し、診療体制の回復に努めるとして

おりますが、その実現可能性について確認をしたいと思います。 

 また、もう一つ、四つ目です。（パネルを示す）安全・安心な手厚い看護

を提供するため、７対１看護基準の取得に努めるとしておりますけれども、

現状は10対１の状況でございます。これについての見通しもお教えいただき

たいと思います。お願いいたします。 

○病院事業庁長（大林 清） それでは、２点質問をいただきまして、まず救

急医療の体制の回復についてでございますけれども、救急医療体制につきま

しては、先ほど知事からも答弁させていただきました６月から内科系の救急

体制について、土日、祝日の全日にわたって準夜間帯、夜の10時半までの受

け入れを再開したところでございます。今後次の段階といたしまして、平成

27年度には24時間365日の体制が確保できるよう、今、地域医療振興協会の

ほうに要請もし、意見交換をしておるところでございます。 

 それともう一つ、看護基準でございます。現状は県の運営のときから現在

まで10対１の看護基準での運営ということになっております。志摩病院の入

院診療機能の回復充実に当たりまして、やはり志摩地域で現状看護師の確保

が非常に厳しいという状況がございます。まずは可能な限り看護師数の維持、

あるいは増員に努めまして、先ほど知事からも答弁させていただきました一

般病床の運用数の拡大をまず優先的に図っていきたいなと、受け入れの枠の

拡大をしていきたいなというふうに考えておりまして、こうした回復充実を

図った上で７対１看護基準の取得について検討を進めていきたいと、現状で

はこのように考えております。 

   〔34番 中嶋年規議員登壇〕 

○34番（中嶋年規） 救急医療体制の24時間365日をしようと思うと、ドク

ターだけでなく看護師の確保も非常に重要になってきます。結構24時間365

日ということが我々としてももちろん求めておるわけでございますが、やは

り医療現場の方のお話を聞くとなかなかやっぱり人数が、人手が足らない。
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特に看護師の人手が足りないということで、そこに一つのネックがある。 

 そういった中で、一方で反対の７対１という手厚い看護、１人のナースが

７人の患者を診るという、それを一方で求めているということで、どちらを

優先するのかということが非常に難しいという中で、今おっしゃられたよう

に、10対１で入院ベッド数を確保するということをまず優先するということ

についても理解をするところであります。 

 ぜひともそれとあわせて24時間365日、そしてこの後の質問にかかわって

きますが、やはり志摩病院が持つべき医療機能としては急性期である７対１

というところもぜひ実現していただきたいと思いますので、看護師確保につ

いてもあわせて県のほうもよろしくお願いしたいというふうに思います。 

 ３項目になるんですが、県立志摩病院に求められる医療機能ということで、

今参議院の厚生労働委員会で地域医療介護総合確保推進法案が審議されてお

ります。県立志摩病院を含む各医療機関は今年の10月31日までに高度急性期、

急性期、回復期、慢性期といった医療機能別の必要ベッド数を県へ報告し、

知事はそれをもとに地域の医療提供体制の将来のあるべき姿である地域医療

構想、地域医療ビジョンをつくって、国が用意する基金をもとに地域の医療

介護の提供体制の再編とか強化を行うと、こういった法律の内容というふう

に認識しております。 

 そこでお尋ねいたしますけれども、地域医療介護総合確保推進法案に基づ

く地域医療構想において、県立志摩病院が担う医療機能は基本協定に基づく

ものと考えてよろしいのでしょうか。 

 また、今こうした状況のもと、志摩市民病院の運営形態を平成27年４月か

ら指定管理者制度に移行する議論が志摩市で行われております。県立志摩病

院が担うべき医療機能を実現する上で、志摩市民病院が指定管理者制度に移

行することによる影響を現時点でどのように捉え、今後志摩市との連携をど

のように考えているのかをお尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。 

○病院事業庁長（大林 清） まず最初の地域医療構想への考え方でございま

す。現在国のほうで審議されておりますので、今後その具体的な内容とか、
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また策定スケジュール等が国のほうから、あるいは県のほうからも示される

というふうに考えておりますので、具体的な取組はその内容を見きわめつつ、

病院事業庁としても指定管理者と意見交換をしていきたいというふうに思っ

ております。 

 その場合、県立志摩病院の機能につきましては、病院事業庁が指定管理者

と現在締結しております基本協定で求めている病院機能が基本になるという

ふうに考えております。今後その検討に当たりましては、当然地域の医療

ニーズを踏まえつつ、やはり国の医療政策の動向等もしっかり分析しながら

対応していきたいというふうに思っております。 

 それと、志摩市民病院の件でございますけれども、本年５月に志摩市から

志摩市議会のほうに指定管理者制度の導入について説明されたことは私ども

も承知しております。ただ具体的にその制度の導入に当たりまして、志摩市

民病院がどのような機能を持った病院を目指すとか、あるいは指定管理に対

してどのような条件を提示していくのかというのはこれからかなというふう

に思っておるところがございまして、県立志摩病院に現時点でどのような影

響があるのかなということにはまだちょっと私どもとしても判断しかねる状

況がございます。 

 ただし、現在県立志摩病院は志摩地域における中核の病院として、二次医

療機関としての役割を担っておりまして、これまでも志摩市民病院とは一定

の役割分担をしてきているのかなというふうに思っておりますので、その役

割分担は今後も大きく変わることはないのかなという認識も持っておるとこ

ろでございます。 

 いずれにしましても、引き続き情報収集に努めるとともに、必要に応じて

志摩市とも意見交換を行いながら、志摩地域の医療を一層充実していけるよ

うに適切に対応していかなければいけないのかなと思っておるところでござ

います。 

   〔34番 中嶋年規議員登壇〕 

○34番（中嶋年規） 志摩市民病院の運営形態が来年の４月というのは、本当
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に急な話だというふうな感覚を私自身も一市民として思っております。ぜひ

志摩市とも密に連携をとっていただいて、それぞれ担うべき役割というもの、

これをよく議論していただいた上で、もちろん伊勢志摩サブ医療圏全体の、

伊勢赤十字病院も含めた中でのあり方ということも必要かと思いますので、

ぜひともその点について十分な密なる連携をとっていただいて、伊勢志摩地

域の医療にとってマイナスにならないような方向性で取り組んでいただきた

いと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、最後の４項目めの質問に入らせていただきたいと思います。 

 人口維持と子育て環境というタイトルなんですが、午前中に粟野議員のほ

うから日本創成会議の消滅可能性都市のことについての言及がございました。

この話の前段というか、前に出ていた論文が極点社会の到来ということで、

これは本年の２月23日に県の経営戦略会議で前岩手県知事の増田寛也氏が人

口減少に加え、東京一極集中が加速する極点社会の到来を議題として提出し

ていただいて、その後消滅可能性都市として896自治体というのが名前が出

てきたということでございます。 

 ２月の経営戦略会議を傍聴させていただいている中で、人口を維持してい

くために出生率を上げること、それから人口の社会移動を抑えること、それ

ともう一つ、若い女性を引きつける地域づくりというふうな三つの点が必要

だという指摘があったというふうに私は認識をしております。 

 人によっては、３番目の若い女性を引きつけるというのは別に若い女性だ

けじゃなくて、若い人という意味でいけば人口の社会移動を抑えるという中

に入るんじゃないのということだったんだと思うんですが、私が勝手に聞い

たのかもしれないんですけど、若い女性が元気な地域というのは自然と男性

も元気になって人も集まってくる。店やなんかでもそうだとよく言われます

けれども、そういったことをおっしゃられた委員の方がみえたような記憶が

あって、出生率を上げる、人口の社会移動を抑える、若い女性を引きつける

地域というふうなこの３点が必要だというふうな指摘だというふうに認識を

しております。 
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 出生率を上げること、出生率を増やすこと、これはまさに少子化対策とし

て今やっていただいておりますし、人口の社会移動を抑えるということにつ

いては、先月三重テラスで開催された経営戦略会議でも御議論いただいてい

るところです。 

 そこで３番目の若い女性を引きつける地域づくり、これについてはどう取

り組むべきかというふうなことで、現時点での知事のお考えをお聞かせいた

だきたいと思います。お願いします。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 人口の社会移動を抑えたりという中での若い女性を引き

つける地域づくりにどう取り組むべきかということでございますけれども、

社会減の対応につきましては、南部地域活性化の取組や若者の就労支援など、

個別の政策としては従来取り組んでおりますけれども、流出傾向に歯どめが

かかっていないという現状であります。このことから、従来の取組に加えま

して人口の社会移動の契機となる進学時の対応としての学ぶ場、就職、転職

時の対応としての働く場、そしてそれらのベースでもあり、人を引きつける

魅力ある地域としての暮らす場など、幅広い視点からの対策の検討が必要だ

と考えております。 

 女性を引きつける地域づくりに向けましては、少子化対策による産み育て

やすい環境整備や働く場面における女性の活躍促進といった視点に加え、女

性を引きつける魅力ある地域づくりのための地域資源や課題の抽出が必要だ

と考えております。そのため、全庁的な体制のもとで人口の社会減に関する

丁寧な実態調査と検討を進め、基本的な考え方を整理した上でしっかりと対

応していきたいと考えております。 

 現在の女性の意識もさることながら、高田短大の杉浦先生に女性の活躍の

視点でやっていただいた調査によると、例えば働くのと働かないので生涯獲

得賃金が２億円ぐらい違いますよというのを知っているか知らないかで、子

どもが生まれたり、結婚して仕事を中断するかしないかが４割近く数が変わ

るというようなデータとかもありますので、現在の女性の意識がどうなのか。
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地域資源や課題の抽出もやりますけれども、一方でこの三重県の今ある魅力

の中でも、女性の皆さんにとってこういういいところがあるよという意識づ

けやライフプラン教育の中での意識を、そういうものを知ってもらうという

ような努力もあわせてしていきたいというふうに思っています。 

   〔34番 中嶋年規議員登壇〕 

○34番（中嶋年規） 実は私自身も若い女性を引きつける地域づくりはどうし

ていったらいいのかという自分なりのアイデアがあって議論をすれば本当は

いいんでしょうけれども、なかなか思い浮かばない中で、さはさりながら天

照大神が御鎮座する伊勢神宮を有する三重県であり、海女であったり、吉田

沙保里選手がおったりとか、女性が活躍する三重県の中で若い女性をどう引

きつけるかという中において、現在の女性だけにかかわらず、ライフプラン

全体の中で女性としてこの三重県でどう活躍できるのか、どう生きていきた

いのか、どう暮らしていきたいのかというところを考えていっていただくと

いうことは観点としては重要だというふうに私は思っておりますので、ぜひ

引き続きの御検討を賜りたいというふうに思います。 

 私も引き続き、なかなか自分自身が若い女性を引きつけることができませ

んので、どうやってしたら若い女性を引きつける地域づくりができるのかと

いう議論がなかなかできないんですが、しっかりとまた取り組んでいきたい

なと、検討していきたいなと思っております。 

 先ほど知事のほうから、仕事をしながら子育てをするという継続型、それ

から仕事を中断してでも子育てをするということについてのお話がございま

した。生涯所得がこれだけ変わるんだよという話をすることによってその考

え方が変わるということもあるというお話があったんですが、それについて

の最近の県民意識調査の結果というのを今日用意させていただきました。 

 まず、（パネルを示す）これは県民が幸福感を判断する際に最も重要視し

ているのは何ですかというところで、一番上に星をつけたんですけれども、

三重県は家族関係というのを常に１位で上げていただいております。家族関

係が幸福感を判断する際に一番重要だと。全国的に見ると健康状態だとか家
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計の状況というのが１位であるのと比較して、これは三重県民ならではの結

果なのかなというふうに感じております。知事もいろんな場面でそれもおっ

しゃっていただいております。 

 もう一つ、（パネルを示す）こちらが女性の就労のことなんですけれども、

女性の就労について、現行の労働環境下では仕事を中断してでも子育てをし

たいという中断型ニーズがずっと働き続けるという継続型ニーズよりも高い

ということでございます。 

 知事がおっしゃったように、でも生涯賃金がこれだけ違うねんでという話

をしたりだとか、それからもし働き続けながら子育てができる環境やったら

どうやといったときには、それは逆転するというお話も聞かせてはいただい

ておるところでございますけれども、先ほどの家族が幸せを感じる上におい

て重要であり、そしてまた今の状況下であるならば中断型ニーズが高いとい

うことを考えると、基本的に男性も女性も子どもが一定の年齢に達するまで

は子育ての時間、子どもと一緒にいる時間を確保したいというニーズが全国

調査に比較すれば高いのではないかなということを私は感じる次第でありま

す。 

 平成25年６月12日、ちょうど１年ぐらい前に津田健児議員が、子どもが小

さいうちは自分の手で育てたいというお母さんへの支援に関する質問に対し

まして、知事のほうから、県民の皆さんの希望がかなえられるようにするの

が大事であり、専業主婦的に子育てを一生懸命頑張る母親への支援について

検討するという答弁がございました。ワーク・ライフ・バランスを進めるの

も私は非常に重要だと思います。一方で、子どもとじっくり向き合う時間が

欲しいと願う親への対応や支援について今どのように考えていらっしゃるの

か。その検討状況をお聞かせいただきたいというふうに思います。 

 また、もう一個ですけれども、独立行政法人国立青少年教育振興機構とい

うところが平成22年に子どもの体験活動の実態に関する調査研究、中間報告

というのを発表されました。これも知事のほうから経営戦略会議の場で御披

露された内容なんですが、それは中間報告によりますと、子どものころに自
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然体験や友達との遊びなどの体験が豊富な人ほど学ぶ意欲や関心、規範意識

が高く、物事に対して諦めずに頑張る傾向があると。 

 先ほど午前中の議論でもありました森のようちえんの話もそうなんですが、

まさに自然体験や友達との遊びという体験を通じて学ぶ意欲や関心、規範意

識が高くて、物事に対して諦めない人格形成ができるということを考えた場

合、本県というのは子育て環境のポテンシャルが非常に高いのではないかな

というふうに思います。 

 そこで、中間報告を踏まえまして子育てにおける三重県の豊かな自然環境

の利活用、これをどのように進めていくのかお考えをお聞かせいただきたい

と思います。お願いいたします。 

○健康福祉部子ども・家庭局長（西城昭二） 子育てに専念したいという親へ

の支援についてのお尋ねでございます。 

 子育てへのかかわり方は家族によって様々でありまして、保育所、あるい

は放課後児童クラブなど、仕事と子育てを両立したい方を対象としたサービ

スとともに、子育てに専念したい方のニーズに応える支援も重要で拡充が図

られつつあると認識しております。 

 例えば、乳幼児を抱えて、ともすれば家に閉じこもりがちな親御さんが子

どもを連れて気兼ねなく訪ねることのできる場所として、地域子育て支援拠

点が県内には123カ所ございますが、平成27年４月から本格施行されます子

ども・子育て支援の新しい制度におきましては、こうした子育てに悩む親の

相談を受け付け、あるいは親同士が交流できる場や一時預かりできる場の情

報提供を行ったり、また専門機関への紹介を行う利用者支援事業というもの

が新たに取り組まれることとなっております。 

 また、母子保健分野の取組では、親子の孤立を防ぐために乳児家庭への全

戸訪問事業、養育支援訪問等が行われておりますけれども、これまでのこう

した取組では産後自宅に戻ってから全戸訪問を受けるまでの支援のあり方が

一つの課題となっておりました。そうした中、出産前の健診から子どもが就

学するまでの全ての相談援助をワンステップで行い、必要な支援につなげる
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フィンランドのネウボラの取組が全国的に注目を集めています。 

 県内でもこれを構築すると発表された市町もございまして、また県におき

ましてもこのネウボラの取組を参考にして、育児の支援者がいない、あるい

は育児不安が強い産後間もない母親に対して、育児負担の軽減や解消を図る

ため産後ケア事業を実施する市町への支援などを今年度から新たに行うこと

としております。 

 さらに子育てに専念したい方が一旦仕事をやめて育児休業などの制度を利

用しやすいように、企業等に対してマタニティ・ハラスメント防止の取組と

職場風土の醸成に関する働きかけを強めるよう国に提言をしております。県

といたしましても、今年度従業員の出生率とも言われます企業子宝率を調査

いたしまして、その結果を多くの皆様に御紹介することで、企業における

ワーク・ライフ・バランスの取組を支援し、休暇のとりやすい職場風土への

改善を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、子育てにおける三重県の豊かな自然環境を生かす取組についてでご

ざいます。 

 みえの育児男子プロジェクトの育児男子には、子どもの生き抜く力を育て

る役割が期待されておりまして、例えば休日に山や川、海、公園などで子ど

もと一緒に遊ぶといったことも非常に大切であると考えています。今回子ど

もが様々な体験をすることを通して、子どもの生きる力を育む取組を進めて

いる花まる学習会の高濱正伸代表に育児男子プロジェクトのアドバイザーに

御就任をいただきました。 

 花まる学習会には野外体験部という組織がありまして、毎年サマースクー

ルや雪国スクールといった野外体験を企画運営し、平成５年の創設以来延べ

２万人以上の子どもたちを引率された実績があります。高濱代表には男性の

育児参画についてプロジェクト全体を通しての御助言に加えまして、野外で

楽しく安全に遊んだり、体験活動を行ったりする上でのアドバイスなどをい

ただけたらと考えています。 

 三重県には子どもが様々な自然体験や野外体験を行うことができる豊かな
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自然環境がありまして、例えばエコツーリズム大賞を受賞した二つの団体が

あるなど、活動の受け皿となる団体も県内にはございます。高濱代表のノウ

ハウやネットワークをおかりして三重県の持つ豊かな自然環境を活用し、子

どもの豊かな育ちにつながるような取組について検討してまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

   〔34番 中嶋年規議員登壇〕 

○34番（中嶋年規） ありがとうございます。多岐にわたる観点の御答弁を賜

りました。 

 本当に様々なニーズがあって、様々な状況があって、それに全ての皆さん

に満足できるような体制を求めがちな我々に対して、非常に大変だとは思う

んですけれども、ぜひとも豊富な政策手段を用意していただいて、いろんな

人の願いがかなうような三重県づくりに取り組んでいただきたい。特に子育

て世代に対してはそれをお願いしたいというふうに思います。 

 そういう三重県に来ればいろんな子育ての仕方ができるよだとか、育児男

子が非常にたくさんいるよとか、もしかするとそれが若い女性を引きつける

地域づくりになるのかもしれませんので、そうした観点からもぜひこれから

の取組に期待しておりますので、頑張っていただきたいということを申し上

げまして、時間が余りましたけれども、私の一般質問とさせていただきます。

どうもありがとうございました。（拍手） 

○副議長（奥野英介） 本日の質問に対し、関連質問の通告が１件あります。 

 粟野仁博議員の質問に対する関連質問の通告がありますので、これを許し

ます。41番 舟橋裕幸議員。 

   〔41番 舟橋裕幸議員登壇〕 

○41番（舟橋裕幸） 新政みえの舟橋でございます。午前中の粟野議員の音楽

科の設置についての関連をさせていただきたいと思います。 

 少し古い話ですけれども、私がたしか２期目ころのときに、その当時は三

重県立高校に芸術科を設置してほしいという請願が出たと思うんです。その



－707－ 

際にはたしか声楽、器楽、書道、絵画全ての団体の長が署名をした請願でご

ざいました。当然全会一致で請願が採択されて、その請願に深くかかわらせ

ていただいた私としてはうれしく思ったところでございます。 

 加えてその年だったと思いますが、教育警察常任委員会が芸術科を有する

岡山県の県立高校に県外調査へ行きました。私も同行しましたので、その先

進事例も見てまいったところでございます。その後の県の請願処理経過を見

ておりますと、先ほどのように総合的に検討してまいりたいというようなの

がずっと続いていました。 

 水面下で話をしておりますと、いや、とにかく音楽の教室は防音施設や何

やかで金がかかるんです、器楽を買うのにも金がかかります、先生も書道も

あり、絵画もあり、声楽もあり、それぞれ違いますから人材もかかるんです。

高校でなおかつ芸術をやって芸大、美大へ行くような子たちは小さいころか

ら個人の先生についていますから、高校へ行ったときにその先生の教育方針

と合わないケースが多々ありますから、果たして高校に音楽科、芸術科をつ

くることはどうでしょうね云々かんぬん、飯野高校にもちょっとありますし

というような会話をした覚えがあります。 

 その後、先ほど紹介がありましたように、白子高校にコースができました。

これが今の三重県の請願に対する回答かなと、また、これが限界かなという

ふうに思っておりましたところ、今日粟野議員が音楽科の設置を提案されま

した。十数年前の総合的に判断をしますと、検討しますというお答えでしか

返ってこなかったのが非常に残念でございます。 

 ある面ではあの請願採択のころに、たしか記憶が間違いなければ企画員と

してみえた今の教育長がそれ以降もずっと教育委員会に在籍をし、この間

おっていただいたはずでありますので、私と教育長だけはこの請願について

は十分記憶のある方だろうと思いますので、改めてこの間の議論経過、また

課題等について請願以降どういう取組をされたかお聞かせ願いたいと思いま

す。 

○教育長（山口千代己） 平成12年の第４回定例会で三重県立高等学校に芸術
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科の設置に関する請願が出されまして採択ということでございますが、平成

13年の８月と10月に保護者、学識経験者を含む三重県高等学校教育改革推進

協議会で２回ほど協議をいただきました。その後、県内の全ての中学校１年

生、２年生を対象にアンケート調査を実施、そして11月には芸術教育にかか

わった専門家から御意見を伺っております。 

 平成14年度につきましては庁内にワーキンググループを立ち上げまして、

外部の芸術に詳しい専門的知識を持たれた公立芸術大学の助教授、国立大学

教育学部音楽と美術の担当教授、世界的楽器メーカー日本支社長、県内で活

躍する画家等などを加えて意見交換会を行い、コンセプトや施設設備など本

県における芸術学科等のあり方について検討をいただきました。 

 平成15年度につきましては一定方向性が出されまして、その中で専門家の

方々が多大な施設、あるいは施設経費や経常経費を伴う芸術科の新設は現在

の厳しい財政状況を踏まえると難しい。今後も芸術科のあり方に関する研究

を継続していくということが平成15年度でございました。 

 そんな中で、平成16年度にこれまで高等学校の特色化、魅力化の一環の中

で、吹奏楽で実績のありました白子高等学校の普通科に文化教養吹奏楽コー

スを設置して始め出したということでございます。そのときも平成17年第１

回の定例会で、今後も芸術科のあり方に関する研究については継続して研究

してまいりますと、そういうようなことを報告させていただいたところでご

ざいます。 

 それ以降にも実は学科改編とか、あるいは新設に当たっては伊賀白鳳高校

だとか、あるいは総合学科の新設に当たっては必ず地元の中学校、保護者の

意見を聞きながら、芸術に関する学びが学科にふさわしいかどうかというこ

とをアンケート調査するなどやってまいりまして、伊賀白鳳高校については

工業デザイン科ということで平成21年に新たに出発しておるところでござい

ます。 

 以上でございます。 

   〔41番 舟橋裕幸議員登壇〕 
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○41番（舟橋裕幸） 総合的に検討するだけじゃなくて、やっぱり過去の議論、

経過も含めて丁寧に答弁をいただきたいなと思いましたので、こういう関連

質問をさせてもらいました。 

 確かにコストがかかるんですよ。しかしながら、芸術の世界だけで飯を食

える人というのはほんの一握りであり、当然その人が三重県に住むというこ

とはまれでございます。そういった意味では、県立高校の先生として、常勤、

非常勤は別にしても、そういうところで一定の糧を得ながら、そして自分の

資質を高め、そして三重県の文化芸術のレベルを上げていくためには、やっ

ぱり同時に三重県の卒業生が戻ってこられる雇用の場としても大切な取組

じゃないかなというふうに思いますけれども、先ほどの答弁に近いかもしれ

ませんけれども、県立高校における文化だとか芸術に対する指針みたいなも

のに少しお考えがあればお聞かせ願います。 

○教育長（山口千代己） 本当に広く裾野を広げると。文化芸術に対する理解

を深めて心豊かな人材を育成するということは大切だと思っておりまして、

三重県教育ビジョンにも書いてございます。毎年度みえ高文祭というのをや

らせていただいておりますが、非常に専門的に学ばなくても芸術に対する興

味関心が深い子どもがたくさんいます。あるいは平成21年に全国高等学校総

合文化祭、25年度には近畿高等学校総合文化祭というのをやらせていただき

ました。そんな中で、子どもたちが本当に輝いて見えるということで、我々

としては高等学校の教育課程の中にそういう芸術の時間を充実できるような

機会を提供してまいりたいなと思っております。 

 なお、専門的な学科はどうなんだということでございますが、最近白子高

等学校では名古屋音楽大学と平成25年に高大連携を結んで大学との連携を始

めると。それで、鈴鹿地区は御案内かもわかりませんが、例えば桜島小学校

のリコーダークラブだとか、あるいは千代崎中学校の吹奏楽、そういう小・

中と大学と高校がどうやって連携しながら専門的なことを深めていくかとい

うことについても今後教育委員会としても考えてまいりたいと思います。 

 以上です。 
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   〔41番 舟橋裕幸議員登壇〕 

○41番（舟橋裕幸） スポーツ系の私がこんな質問をするのも変ですけれども、

やっぱり高校生は文武両道にしっかりと育っていっていただきたいという思

いを込めて質問させていただきました。ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（奥野英介） 以上で、本日の県政に対する質問を終了いたします。 

 

休          憩 

○副議長（奥野英介） 着席のまま、暫時休憩いたします。 

午後３時９分休憩 

                                    

午後３時10分開議 

 

開          議 

○議長（永田正巳） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

委 員 長 報 告 

○議長（永田正巳） 日程第２、議案第127号を議題といたします。 

 本件に関し、予算決算常任委員長から、委員会における審査の経過と結果

について報告を求めます。 

 稲垣昭義予算決算常任委員長。 

   〔稲垣昭義予算決算常任委員長登壇〕 

○予算決算常任委員長（稲垣昭義） 御報告申し上げます。 

 予算決算常任委員会に審査を付託されました議案第127号平成26年度三重

県一般会計補正予算（第２号）につきましては、去る６月６日、該当の分科

会で詳細な審査を行った後、本委員会を開催し、関係当局の出席を求め、慎

重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決定

いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 
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○議長（永田正巳） 以上で常任委員長の報告を終わります。 

 委員長報告に対する質疑並びに討論の通告は受けておりません。 

 

採          決 

○議長（永田正巳） これより採決に入ります。 

 議案第127号を起立により採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告どおり

決することに賛成の方は起立願います。 

   〔賛成者起立〕 

○議長（永田正巳） 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告どお

り可決されました。 

 これをもって本日の日程は終了いたしました。 

 

休          会 

○議長（永田正巳） お諮りいたします。明10日は休会といたしたいと存じま

すが、御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永田正巳） 御異議なしと認め、明10日は休会とすることに決定い

たしました。 

 ６月11日は引き続き、定刻より県政に対する質問を行います。 

 

散          会 

○議長（永田正巳） 本日はこれをもって散会いたします。 

午後３時13分散会 


